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平成２１年度第４号・第５号

決 定 書

審査請求人

宮城県

早坂 百合江

宮城県

早坂 勇一

審査請求代理人 仙台市青葉区

杉山法律事務所

杉山 茂雅

仙台市青葉区

仙台中央法律事務所

小関 眞

仙台市青葉区

佐藤由紀子法律事務所

大久保 さやか

仙台市青葉区

県労連会館内

働くもののいのちと健康を守る宮城

県センター

富樫 昌良

原処分をした行政庁

仙台労働基準監督署長

上記審査請求人に係る審査請求事件につき、当労働者災害補償保険審査官は

次のとおり決定する。

主 文

仙台労働基準監督署長が平成２１年４月２８日付けで審査請求人早坂百合江

に対してなした労働者災害補償保険法（昭和２０年法律第５０号）による遺族

謄

本
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補償給付を支給しない旨の処分及び審査請求人早坂勇一に対してなした同法に

よる葬祭料を支給しない旨の処分は、これを取り消す。

理 由

第１ 審査請求の概要

１ 審査請求の趣旨及び経過

（１）趣 旨

審査請求人早坂百合江（以下「請求人・妻」という）及び審査請求人

早坂勇一（以下「請求人・父」という）の審査請求の趣旨は、仙台労働

基準監督署長（以下「監督署長」という）が平成２１年４月２８日付け

で請求人に対してなした労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０

号。以下「労災保険法」という）による遺族補償給付等不支給決定に関

する処分及び葬祭料不支給処分の取消しを求めるということにある。

（２）経 過

請求人・妻（昭和３９年７月２７日生、女）の夫であり、請求人・父

（平成１７年４月１０日生、男）の長男であった早坂勇希（昭和４１年

１１月２１日生、死亡当時４１歳、以下「被災者」という）は、宮城県

黒川郡大衡村に本社があるＡ社に雇用され、貨物自動車の乗務員として

働いていたが、平成２０年９月９日午前５時頃、仙台市内のＡ社関連会

社のＢ社駐車場内に駐車していた自らが乗車する積載量４トンのクレー

ン搭載型貨物自動車（以下「４ｔユニック車」という」の助手席側サイ

ドミラーのバーに荷造り用のビニール紐を結束して、総死しているのを

発見された。

被災者の遺書はなかったが、死亡原因は自殺とみられたため、請求人

両名は、被災者が業務上の事由によって精神障害を発病したことにより

自殺したものであるとして、請求人・妻は遺族補償年金を、請求人・父

は葬祭料を監督署長に請求したが、監督署長は、被災者の死亡は業務上

の事由によるものとは認められないとして、これを支給しない旨の処分

をした。

２ 審査請求の理由

請求人両名とも、審査請求の理由を、要旨、次のとおり述べている。

監督署長は、被災者に長時間過重労働の存在とうつ病の発症を認めなが

ら、総合評価を「中」として業務外認定を行ったことは不当であり納得

がいかない。
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なお、当審査官は、これらの各審査請求について併合して審理する必

要があると認め、労働保険審査官及び労働保険審査会法（昭和３１年法

律第１２６号）第１４条の２の規定によりこれらを併合して審理するこ

ととしたものである。

３ 原処分庁の意見

監督署長は、請求人の審査請求を棄却するとの決定を求める旨の意見書

を提出し、その理由として、要旨、次のとおり述べている。

（１）業務上疾病による事由と認めるためには、認定基準である判断指針では

以下の要件のいずれも満たすことが必要とされている。

ア 対象疾病に該当する精神障害を発病していること。

イ 発病前６か月の間に、客観的に発病させるおそれのある業務による強

い心理的負荷が認められること。

ウ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により発病したとは認められな

いこと。

（２）調査の結果、下記のとおり判断する。

ア 被災者は、平成２０年８月頃うつ病に発病していたと認められる。

イ 業務による心理的負荷となる出来事については、「判断指針」におけ

る心理的負荷評価表④身分の変化等に該当し、具体的出来事は「非正規

社員であるとの理由等により、仕事上の差別を受けた」に該当し、心理

的負荷の強度は「Ⅱ」に該当するが、同じ事業部に所属している社員す

べてが該当したことから「Ⅱ」を「Ｉ」と修正した。

次に、心理的負荷表⑥対人関係のトラブルにも該当し、具体的出来事

は「上司とのトラブルがあった」に該当し、心理的負荷の強度は「Ⅱ」

に該当するが、上司は誰にでも厳しく接している等から「Ⅱ」を「Ｉ」

に修正した。

さらに、出来事に伴う変化等については、自動車運送業ということで

拘束時間が長い勤務、不規則な勤務、恒常的な長時間労働が認められた

ことから、総合評価は「中」程度と判断した。

ウ 業務以外の心理的負荷及び個体側要因については、調査の範囲からは

不明である。

エ 以上のことから、業務による心理的負荷は「強」とは認められず、精

神障害を発病させるおそれのある程度の心理的負荷とは認められないこ

とから、請求を受けた遺族補償年金及び葬祭料について不支給とすべき

であると判断した。

４ 争 点

本件の争点は、請求人の疾病が業務上の事由に該当するか否かにある。
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５ 審査資料

本件の審査資料は次のとおりである。

（１）請求人の提出した資料

ア 労働者災害補償保険年金一時金給付等不支給決定通知書 写

（甲第１号証）

イ 委任状

（甲第２号証）

ウ 意見書（労働時間の算定について）

（平成２１年８月６日 審査請求代理人 富樫昌良提出）

（甲第３号証）

エ 意見書（別紙）

（平成２１年８月６日 佐藤真司提出）

（甲第４号証）

オ 被災者の勤務内容の変化に関する請求人・妻作成文書

（平成２１年１２月２６日付け）

（甲第５号証）

カ 陳述書（平成２１年１２月２９日付け 請求人・父作成）

（甲第６号証）

（２）原処分庁の提出した資料

ア 遺族補償年金支給請求書（平成２０年１１月４日受付）写

（乙第１号証）

イ 葬祭料請求書（平成２０年１１月４日付け）写

（乙第２号証）

ウ 不支給決定通知書（平成２１年４月２８日付け）写

（乙第３号証）

エ 保険給付調査復命書（厚生労働事務官内海直美作成

平成２１年４月２４日復命）写

（乙第４号証）

オ 精神障害等の業務起因性判断のための調査票 写

（乙第５号証）

カ 意見書の提出について

（宮城地方労災医員協議会精神障害等専門部会部会長作成

平成２１年３月１８日付け） 写

（乙第６号証）

キ 聴取書（被聴取人 請求人・妻 平成２０年１２月１２日付け）
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（乙第７号証）

ク 聴取書（被聴取人Ｃ 平成２１年１月２６日付）

（乙第８号証）

ケ 聴取書（被聴取人Ｄ 平成２１年１月２８日付）

（乙第９号証）

コ 聴取書（被聴取人 請求人・父 平成２１年２月１０日付）

（乙第１０号証）

サ 聴取書（被聴取人Ｅ 平成２１年３月１３日付け）

（乙第１１号証）

シ 調査書（被聴取人Ｆ 平成２１年２月１２日付け）

（乙第１２号証）

ス 請求人妻からの提出資料

（平成２０年１１月５日・１２月５日、１２日付け

平成２１年１月１５日付け、平成２０年１１月１１日付け

平成２０年１２月５日付け、平成２１年１月１５日付け

平成２１年１月２８日付け） 写 ８通

（乙第１３号証）

セ 会社案内 写

（乙第１４号証）

ソ 会社組織図、従事者数 写

（乙第１５号証）

タ 就業規則抜粋 写

（乙第１６号証）

チ 被災者の履歴書 写

（乙第１７号証）

ツ 適性診断表（平成１７年１０月２６日付け）写

（乙第１８号証）

テ 定期健康診断結果個人票 写

（平成１５年５月～平成２０年５月）

（乙第１９号証）

ト 貸金台帳 写

（乙第２０号証）

ナ 貸金支払い形態（平成２０年１２月９日受付）写

（乙第２１号証）

ニ 出勤簿（平成２０年３月～平成２０年９月）写

（乙第２２号証）
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（３）当審査官の作成した資料

ア 聴取書（被聴取人 請求人・妻 平成２１年８月２４日付け）

（丙第１号証）

イ 事跡書（平成２１年８月３１日 当審査官作成）

（丙第２号証）

ウ 聴取書（被聴取人Ｆ 平成２１年１２月１１日付け）

（丙第３号証）

エ 聴取書（被聴取人Ｄ 平成２２年２月１１日付け）

（丙第４号証）

オ 聴取書（被聴取人Ｇ 平成２２年２月１１日付け）

（丙第５号証）

カ 聴取書（被聴取人Ｃ 平成２２年２月１日付け）

（丙第６号証）

キ 聴取書（請求人父 平成２２年２月１１日付け）

（丙第７号証）

ク 被災者に係るチャート紙（タコグラフ）添付の運転日報

（平成１９年９月分～平成２０年９月分）

（丙第８号証）

ケ 被災者に係る運転日報（平成１９年１月分～８月分）

（丙第９号証）

コ 点呼記録簿（平成２０年１月分～９月分）写

（丙第１０号証）

サ 会社作成の労働時間集計表（被災者・請求人・父、労働者Ｄ、Ｃ

平成２０年１月分～９月分） 写

（丙第１１号証）

シ 被災者に係る賃金集計表（平成２０年１月分～９月分）写

（丙第１２号証）

ス 被災者に係る労働時間等を書き込んだチャート紙及び運転日報

（平成２０年１月分～９月分）写

（丙第１３号証）

セ 事跡書（平成２２年１月２２日 当審査官作成）

（丙第１４号証）

ソ 労働時間集計表（平成２２年２月１７日 当審査官作成）

（丙第１５号証）

タ 事跡書（電話録取書） （平成２２年２月１９日 当審査官作成）
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（丙第１６号証）

チ 事跡書（電話録取書） （平成２２年２月２２日 当審査官作成）

（丙第１７号証）

ツ 事跡書（平成２２年３月２日 当審査官作成）

（丙第１８号証）

テ 富山県の気象災害（平成２０年） ホームページ印刷

（丙第１９号証）

ト 意見書の提出について

（宮城地方労災医員協議会精神障害等専門部会部会長作成

平成２２年４月７日付け）

（丙第２０号証）

６ 参与の意見

参与４名のうち、２名は「取り消し」相当、２名は「審査官の意見に一

任する。」との意見であった。

第２ 判 断

１ 判断の要件

別紙のとおり

２ 認定した事実と結論

（１）認定した事実

ア Ａ社の概要と被災者の所属関係

被災者を雇用していたＡ社は、宮城県黒川郡大衡村に本社を置き、他

に仙台市内等に営業所を設ける貨物自動車運送業であり、平成２０年

１１月当時で労働者数は、企業全体で約２７０名程度である（乙第１５

号証）。

同社は、第１事業部～第３事業部までの事業部制をとっており、第１

事業部が、積荷を特定しない一般貨物運送事業であり、被災者が所属し

ていたのは、この第１事業部で６０名程度が所属していた（丙第３号

証）。

なお、Ａ社は、いわゆる同族会社であり、社長はじめ会社役員は親族

で占められており、被災者や請求人・父も社長はじめ会社役員らと親戚

関係にある（乙第１２号証）。
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イ 被災者の業務内容と指揮命令関係

平成２０年当時、被災者は、４ｔユニック車の乗務員であり、専ら一

人乗務で、荷が特定されない一般貨物運送に従事していた。勤務形態は

原則として日勤勤準で、運行区間は主として東北地方であった。

また被災者は、上記の業務の外に、第１事業部の乗務員ＤやＧ等と大

型スーパーマーケットの冷凍食品売り場のショーケース搬入、取り付け、

解体、搬出等の特殊作業（以下「搬入等作業」という）の業務にも従事

していた。ただし、搬入等作業は、毎日あるものではなく、季節的に変

動のある業務である（乙第８号証、丙第３号～６号証）。

被災者には職名はなく、また特に部下はおらず、日常の業務指示又は

運行管理は、第１事業部担当取締役Ｅ部長及び業務課Ｃ主任より受けて

いた（乙第８号証、第１１号証、丙第３号証）。

第１事業部で、搬入等作業を行う労働者は、３名のみで、通常２名程

度が組になって従事するが、人員が必要な時は、アルバイト等を臨時で

雇うものである。なお、平成１９年１１月に退職している請求人・父も

退職前は搬入等作業担当者だったこともあり、退職後も非常勤ながら同

作業に被災者と従事していた。

ウ 被災者の労働条件

被災者の雇用契約書又は雇人通知書は存在しないが、審査資料から判

明する被災者の労働条件は、次のとおりである（乙第５号証、乙第７号

証、乙第１４号証、乙第１６号証、乙第２０～２２号証、丙第８～１０

号証）。

（ア）契約期間：毎年契約を更新している事実はないので常用である。

（イ）所定労働時間：就業規則上は、１年単位の変形労働時間制で、日勤勤

務の場合、始業８：３０終業１７：３０、休憩時間は１時間であり１日

の所定労働時間は７時間３０分である。実態は、始業、終業時刻とも毎

日異なり、出退勤管理は、車庫のある本社の点呼係が行い、かつ本人が

運転日報に出庫時間及び帰庫時間を記載して会社に提出する。なお、塩

釜市内の被災者の自宅から本社までの通勤は自家用車で、片道約４５分

である。

（ウ）所定休日：就業規則上は、日曜日、夏期休暇（盆休）、年末年始ほか

別に定めるとあるが不明である。実態は、概ね日曜日が休日のほかは、

会社の運行管理にまかされている状況であるが、出勤簿等から判断する

と、日曜日、祝日及び月１日の土曜日が休日に指定されている。なお、

法令上は、日勤勤務者は１日７時間３０分の所定労働時間であるから、

１年単位の変形労働時間制を運用すると、年間８８日、月平均７．３日
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程度の休日が必要となる。

（ェ）賃金形態：① 基本給 日給であり、日額×出勤日数

② 運送収入 荷主・行先に応じた歩合給

③ 作業給 時間額×搬入等作業・移動時間

④ 割増 日曜日の出勤に、日額×１．３５

他の休日出勤に、日額×１．２５

上記①～④が月ごとに支払われる。

エ 被災者の精神障害発病と死亡嘩因

（ア）被災者に出現した心身の症状

被災者の症状の変化については、請求人・妻ほか請求人側の提出資料

の証言が詳しいが、証言内容は、要旨、次のとおりである（乙第７号証、

乙第９号証、乙第１３号証）。

ａ 請求人・妻

（ａ）２回目の富山行きである平成２０年６月１４日以降疲れが抜けない

と言い出した。さらに、３回目の富山行の後は、疲れた、つらい、つ

らい、と言っていた。

（ｂ）平成２０年７月２６日の子供の幼稚園の盆踊り大会で、フランクフ

ルト等が出されたが、「食欲がない」と言って食べなかった。

（ｃ）平成２０年７月２７日の出勤時より、食べられないから弁当の量を

半分にしてほしいと言われた。また、家でもご飯の量が半分になり、

おかずも減った。

（ｄ）平成２０年の盆休み前には、疲労や食欲不振のため、かかりつけの

内科の受診を勧めたが、嫌だと言った。しかし、５日程度のお盆休み

には家族と過ごし元気になった。

（ｅ）平成２０年５月頃より被災者の体重が減少し、５月に７１ｋｇあっ

た体重が９月６日の測定では、６４ｋｇに減少していた。

（ｆ）平成２０年のお盆過ぎ頃から、シャンプーや床屋も嫌がり、身だし

なみにも気を使わなくなってきた。

（ｇ）平成２０年９月８日の出勤前に、「俺寝てたか」と聞くので「寝て

たよ」と答えると「ここんとこ眠っても眠ったようでないんだ、疲れ

ているんだよな」と言っていた。

（ｈ）亡くなる前日の夕刻の夫からの電話では、「車のリコールが入った

から、夕食までは帰れない。いつ修理が終わるかわからない。明朝１

時に出ないとならないから今日は帰れない。こちら（仙台市宮城野区

日の出町）から行くから。」と怒っていた。

ｂ 会社の同僚乗務員Ｄ
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亡くなる３、４日前まで一緒に働いていたが、変化に気づかなかっ

た。他の仲間には、食欲がないと言っていたようだ。

ｃ 被災者の同級生Ⅰ

平成２０年９月４日の午前６時３１分に福島県浪江町の現場から電

話をもらい、「今日は朝３時から働いている。体がきつい。」と話し

ていた。

ｄ 請求人・妻の叔母Ｓ

請求人・妻宅によく遊びに行ったが、被災者は仕事中よく電話連絡

をしてきたが、平成２０年の盆明けに行ったとき、１０分位の間に、

何回も繰り返し電話がかかってきたので異常に感じた。

ｅ 被災者の高校の同級生Ｙ

平成２０年８月中旬に私の家に来た時は、５月に会って以来だった

が、本人には言わなかったが、非常に疲れている様子だった。

（イ）被災者の死亡原因

ａ 請求人・妻の遺族補償年金支給請求書添付の死体検案書の内容は、

要旨、次のとおりである（乙第１号証）。

（ａ）死亡したとき：平成２０年９月９日 午前５時頃

（ｂ）死亡したところ：仙台市若林区○○

（ｃ）施設の名称：Ｂ社駐車場内

（ｄ）死亡原因：縊頚による窒息死（短時間）（手術・解剖なし）

（ｅ）死亡の種類：自殺

（ｆ）手段及び状況：上記駐車中にユニック車の助手席側サイドミラー

のバーに荷造り用ビニール紐を結束して首を吊って死亡しているの

を午前７時２０分Ｂ社の従業員が発見した。

ｂ 前日から死亡するまでの行動

被災者は、死亡前日の９月８日の午前３時４８分に点呼を受けて、

本社のある大衡村を出発し、山形県内で荷降ろし等を行い、４ｔユニ

ック車のリコールによる修理のために本社に戻らず午後４時頃に仙

台市内のデイラーに行き、修理が終わるまで待機していたものと思わ

れるが、チャート紙によると午後８時頃から１５分程度の走行記録が

見られることから、リコール終了後、直線距離で約３ｋ先のＢ社駐車

場まで行って、翌朝まで駐車していたものと推定される（丙第８号

証）。遺書は確認されない（乙第５号証）。

なお、被災者は前日夕刻に、請求人・妻に電話で翌日は午前１時に

塩釜の自宅を出ないとならないので、自宅に戻らない旨伝えているが、

会社の役員Ｆは、「（被災者の死亡当日は）大衡本社の点呼が午前８
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時頃で、仙台市内に午前１０時頃まで行く予定でしたから、奥さんに、

うそをついたと思っています。」と申した立てており、請求人・妻の

申し立てと一致しない（丙第３号証）。

（ウ）宮城地方労災医員協議会精神障害等専門部会（以下「専門部会」とい

う。）の医学的見解

被災者の精神障害発病の有無については、専門部会は、要旨、次のと

おり意見を述べている（乙第６号証）。

ａ 被災者は、精神科への通院歴がないものの、「お盆明けごろから疲

れる、眠れない、食欲が下がってきた、口数も減った。」と請求人・

妻が聴取内容で述べている。

この後、被災者は、平成２０年９月９日午前５時頃に自殺した。

ｂ 被災者に現れたこのような症状は、ＩＣＤ－１０診断ガイドライン

に照らして判断すると、「Ｆ３２うつ病エピソード」（以下、「本件

疾病」という。）とみなすのが妥当と考えられ、発病時期は、平成２

０年８月頃と推定される。

オ 発病おおむね６か月前の出来事

専門部会は、被災者の精神障害の発病時期を平成２０年８月頃と推定

しているが、発病前おおむね６か月の間に被災者の発病に関与したと思

われる出来事について、請求人側の申し立てる内容を、判断指針の「職

場における心理的負荷評価表」（以下「表１」という）の「具体的出来

事」にしたがって整理し、認定した事実は、次のとおりである。

（ア）請求人側の申し立てる被災者に生じた出来事及び労働時間等の実態

ａ 出来事の類型①「悲惨な事故や災害の体験」

請求人・妻は、「平成２０年７月２７日、２８日３回目の富山行き

があったのですが、この時は富山県でゲリラ雨が発生し、…凄まじい

雨で前も見えず休んでも怖くて眠れなかったと話していました。」（乙

第７号証）、「ゲリラ豪雨があってものすごい恐怖体験をした後に「疲

れた、ひどい、ひどい」というようになりました。」（丙第１号証）

と平成２７日から２８日に、富山県射水市への運行を契機として、被

災者が眠い、疲れたが口癖のようになったと申し立てている。

また、後述する燃料タンクの容量半減に伴う心配とあいまって「給

油スタンド確保の心労と燃料切れの不安と恐怖、次の富山行き予定が

９月と１０月に予定されていることを伝えられていて、配車されたら

‥‥絶対行かないと強く言っていた。」と上記富山への運行体験が強

い心理的負担になったと申し立てている（乙第７号証、乙第１３号証）

以上の出来事は、表１の出来事の類型①「事故や災害の体験」の具
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体的出来事「悲惨な事故や災害の体験をした」に分類される。

ｂ 出来事の類型③「仕事の量・質の変化」

（ａ）請求人・妻は、被災者の乗車車両が平成２０年春頃、４ｔユニック

車に変更されたことで、燃料タンクが、変更前の車両の２００ℓから

１００ℓに半減し、給油回数が増え、会社契約の給油所探しや遠回り

経路を余儀なくされたことも加わり拘束時間が増加し、かつ燃料切れ

に神経を使う等の心理的負荷がかかっていたと申し立てている（乙第

７号証、乙第１３号証）。

この出来事は、出来事の類型③「仕事の量・質の変化」の具体的出

来事「勤務・拘束時間が長時間化する出来事が生じた」に分類される。

（ｂ）次に、請求人・妻は、平成２０年３月頃から、これまでの東北地方

中心の行き先だったところ、月１、２回単位で関東中部地方行きの運

行が加わり、拘束時間が増加し、上記のような富山までの長距離運行

の前後について十分な休息時間が与えられないというように、勤務内

容の変化が生じた、と申し立てている（甲第５号証、乙第７号証、乙

第１３号証）。

この出来事は、出来事の類型③「仕事の量・質の変化」の具体的出

来事「勤務・拘束時間が長時間化する出来事が生じた」に分類される。

（ｃ）次に、請求人・妻は、上記（ｂ）に関連して、平成２０年３月頃よ

り、被災者の車中泊が多くなり、「それまでより４～５日帰れない日

がありました。」、「夫は、車中泊は辛く家の布団で体を伸ばして寝た

いと何度も言っていました。」と申し立てている（甲第５号証）。

この出来事は、出来事の類型③「仕事の量・質の変化」の具体的出

来事「勤務形態に変化があった」に分類される。

（ｄ）次に、請求人・妻は「平成２０年７月半ばから福島の大型スーパー

ｂが福島の浜通りに多く展開していたスーパーチェーンｆを傘下に入

れた関係で、ｆ関係の陳列棚の搬入時間が急激に多くなって夫が亡く

なる９月ごろまでその作業が続いたようです。今年の６月会社のＦ専

務から聞いたところによると夫は会社からｆ関係の作業の責任者にさ

れたそうで、そのことも負担になっていたと思います。」と申し立て

ている（丙第１号証）。

この出来事は、出来事の類型③「仕事の量・質の変化」の具体的出

来事「仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる変化があった」に

分類される。

ｃ 出来事の類型④身分等の変化等

請求人・妻は、被災者の賃金について、歩合給の歩合率が、平成２
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０年１月分より切り下げられた見返りとして、減額分を同年８月盆休

前日にボーナスとして支給される約束が履行されなかったこと、その

ような不利益を受けたのは第１事業部の労働者だけだったことに被災

者がショックを受けていたと、申し立てている（乙第７号証）。

これは、④身分の変化等の具体的出来事「非正規社員であるとの理

由等により、仕事上の差別、不利益取扱いを受けた」に分類される。

ｄ 出来事の類型⑥「対人関係のトラブル」

（ａ）請求人・妻は、会社の上司に当たり、搬入等作業の手配等を行う立

場にあるＥ部長からは、被災者が日頃より暴言、叱責を受けていたが、

「今年（平成２０年）夏頃７月だったと思いますが、搬入を担当して

いるのが、自分以外は、定年した人と定年間近の人で、４０代と若い

のが自分ひとりで、最低でも二人一組でする仕事だから、いずれ定年

した人たちは働けなくなるんだろうから、若手の後継者の養成を希望

し、相談したらＥ部長は「俺は来年３月で退職する。辞めるんだから、

その後搬入の仕事が出来ようが出来まいが俺には関係がない。だから

後継者を養成する気は無い。勇希がどうなろうと会社どうなろうと関

係無い。」と足蹴にされたそうです。」、「夫は、搬入の仕事がなくな

れば、会社での自分の居場所がなくなると言い、不安に思っていまし

た。」と申し立てている（乙第７号証、乙第１３号証）。

この出来事については、出来事の類型⑥「対人関係のトラブル」の

具体的出来事「上司とのトラブルにあった」に分類される。

（ｂ）次に、請求人・妻は、上記ｃの出来事に関して、被災者は会社を改

善するために平成１９年に入社した役員のＦを信頼していたが、平成

１９年１２月末の説明会で、月額賃金を３万円程度切り下げる見返り

として、その減額分を８月の盆前のボーナスで支給すると約束してい

たのが、「期待していたが、何の説明も行われないまま支払われるこ

とがなかったので、酷く落胆していました。夫は、Ｆ氏を、とても信

頼していたので、とくにＦ氏に裏切られたのは、ショックだった様子

でした。」と上司の裏切り行為に心理的負荷を受けたと申し立ててい

る（乙第７号証、乙第１３号証）。

この出来事については、信頼していた上司に裏切られたとも申し立

てていることから、及び出来事の類型⑥「対人関係のトラブル」の具

体的出来事「上司とのトラブルにあった」に分類される。

ｄ 請求人及び請求代理人の申し立てる被災者の労働時間等の実態

（ａ）請求人・妻の申し立て

上記の出来事で引用した以外で、請求人・妻が被災者の作業内容、
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労働時間等に実態について、要旨、次のとおり述べている（乙第７号

証、乙第１３号証）。

① 夫の仕事は、フリードライバーとして、手積みのできない荷物を

４ｔユニック車で運搬する仕事と搬入等作業で、同作業は、技術を

要する肉体労働だった。

② 勤務時間は聞いたことがなく、現場着が何時と指定され、その時

間に合わせて出発した。運送の仕事が終了すると、翌日の荷物を積

み込んで、会社に行って点呼を受けて勤務を終了した。

③ 会社の休日カレンダーは、日曜日、祝日、隔週土曜日、年末年始

だったが、カレンダーどおり休めず、２日連続祝日の場合は１日し

か休めず、遠出のときは、日曜の午後から仕事に向かい、半日しか

休めなかった。

（ｂ）審査請求代理人提出の意見書

審査請求代理人富樫昌良は、労働時間の算出について、要旨、次の

とおりの内容の意見書を提出している（甲第３号証）。

① 労働基準監督署から、被災者の時間外労働について、平成２０年

３月分～８月分までは、１か月あたり４０時間から６０時間超程度

と説明されたが、密度の低い待機時間等を控除してあり、誤りがあ

る。資料として７月分～９月を提出する。

（資料概要）

平成２０年７月１日～３０日 総労働時間 ３３６：３０

時間外労働時間 １６７：３０

平成２０年８月１日～３１日 総労働時間 ２６３：３５

時間外労働時間 ９２：５５

平成２０年９月１日～９日 総労働時間 ８９：３０

時間外労働時間 ４１：３０

② 被災者は、一般の長距離トラック運転手と異なり、搬入等作業に

も携わっており、密度の低い待機時間はほとんど存在しない。

③ 長距離走行の場合、一般に車の少ない深夜に走行し、途中１～２

時間の仮眠や、トイレ、朝食休憩する程度で、特別な場合以外、一

般道の走行が多かったので走行時間は長かった。

④ 夜間の搬入作業等は、閉店後から開店前までの作業で、明け方に

若干の仮眠・休憩時間を取るのが常だった。
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⑤ 日中の搬入作業等は、短時間作業を求められ、昼食休憩も３０分

程度が普通だった。

⑥ 被災者は、朝の点呼時刻より常に１～２時間前に出勤しており、

２～３時などの早朝から勤務の場合は、明け方に１～２時間の仮

眠・朝食休憩、昼１時間程度で仕事に従事していた。

⑦ 車中泊を伴う遠隔地の場合は、すべてが拘束された労働時間とな

るが、被災者の平均的な勤務は、昼食休憩は、３０分～１時間足ら

ず、夕食休憩時間、深夜の休憩１時間、明け方の仮眠、朝食休憩２

時程度で業務に従事した。

（ｃ）被災者の義弟提出の意見書

同居していた被災者の義弟Ｍは、被災者の勤務内容について、要旨、

次のとおりの内容の意見書を提出している（甲第４号証）。

① 私は、仙台市内のデパート内の運送関連部門に勤務していたが、

地下食品売り場改装時に、兄は何度か搬入等作業に来ていた。

② 搬入等作業は、一般のトラック運搬業務の積み込み、荷下ろしと

は違い、肉体労働と技術を伴う業務で誰でも出来る仕事ではない。

きつい肉体労働で、通常は、運転担当者と違うものが行う。運転手

が搬入等作業を行うのは、東北ではＡ社だけだと聞いている。

③ 兄の勤務状況について、以下の法令違反が見受けられた。

・ 勤務終了後継続８時間以上の休憩時間がない。１日の拘束時間が

１６時間を超えていることが頻繁にあった。早朝より勤務し、その

まま青森等の遠方に行く。

・ 平成２０年夏頃には、夕方６時ごろ帰宅し、その日の夜９時頃出

勤した。

・ １２日以上の連続勤務が何度かあった。

・ 平成２０年１月から９月までの休日は４５日で、そのうちの数日

は、トラック荷台の片づけや翌日の準備のため本社に出勤していた。

④ 平成２０年のお盆中に兄から聞いていた悩みは、次のとおり。

・ 遠出が多くなり、前年までの１年分までを、１か月で行くように

なった。

・ 遠出のスケジュールが直前までしか知らされない。

・ 燃料タンクが１００ℓと前に乗っていたトラックより小さく長距

離が苦労している。

・ 賃金の歩合給が２割から１．８割に切り下げられ、減額分はお盆

前にボーナスで支給されるとの約束が果たされず、Ｆ役員の裏切り

にショックを受けていた。
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⑤ 平成２０年中の出来事と疲労の状況は、次のとおり。

・ 富山に行くようになって疲れが抜けなくひどい。６月と７月に合

わせて３回富山に行った。

・ ３回目の富山行の７月２８日に富山地方気象台発表によると最大

時間雨量１１０ミリの記録的な大雨で災害救助法の適用となる大雨

で豪雨に合い恐ろしくて休めず、帰路の峠でヒヤリとすることが何

度もあり、命を落とすのではないかと思った。

（ｄ）請求人・父の申し立て

請求人・父は、原処分庁及び当審査官作成の聴取書並びに審査請求

後提出した陳述書で、要旨、次のとおり述べている（甲第６号証、乙

第１０号証、丙第６号証）。

① 私は、平成１９年１１月までＡ社に勤務し、長距離トラックの運

転と搬入等作業を行った。搬入等作業は、勇希と一緒に行なった。

② 退職後は、アルバイトとして、Ａ社で搬入等作業を勇希と一緒に

行なった。作業場所への移動は、勇希の運転するトラックの助手席

に乗って行った。

③ 搬入等作業は、基本的には夜間のお店閉店後に行うので、昼間の

運送業務終了後に、翌日運送業を行う荷を荷台に載せて搬入等作業

現場に向かい、同作業が終わり次第、運送業務に向かった。

④ 搬入等作業は、スーパーマーケットの冷蔵ケースが主対象だった。

⑤ 搬入等作業の作業手順は、以下のとおりである。

・ 事前に搬入現場の図面等を見て、アルバイトの手配を依頼したが、

大型スーパー等の場合にはＡ社の運転手４名が行った。

・ メーカー側のトラックから寸法８尺～１２尺、重量５００ｋｇ～

７００ｋある大型のケースを荷降ろしする。重いものは２ｔほどあ

り、搬入場所によっては分解して搬入した。

・ 台車やレッカー等で店内に搬入し、ボルトをケースや壁に打ち込

んで固定する。

・ 既設のケースを廃棄する場合には、解体、搬出した後にトラック

を手配し、廃棄処理施設まで運ぶ。

・ 搬入等作業は、複数の店を行ったり来たりしなけばならないこと

もあり肉体的にも大変で、建物を傷つけないように慎重に運ばねば

ならず、精神的にも幸い作業だった。

⑥ 搬入等作業の作業時間については、以下のとおりである。

・ 搬入等作業は、新築を除いて、店の閉店時から開店時までの限ら

れた時間に、短時間で終了することを要求された。開店が９時だと
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すれば搬入作業後に配管業者等が待機しているので、午後１１時か

ら午前４時ころまでに終了しなければならず、日中の運送業務も行

う場合、非常に大変な作業だった。

・ 搬入等作業のため移動するだけでも時間がかかった。福島、茨城、

青森等東北６県や東北近隣の県等広範囲で、青森の場合は、一般道

で約８時間かかった。

⑦ 勇希は、亡くなる前に富山に行ったが、ひと休みもしないで行っ

てきたと言っていた。

⑧ 手待ち時間には、仮眠をする人もあるが、順番によってはいつ呼

ばれる分からず仮眠もしていられないことがよくあった。

⑨ 運送業務の場合は、その日の積荷が終了するまで待機し、車を離

れることもできないので、休憩時間ではなく待機時間であると思う。

（イ）認定した具体的出来事に係る事実

ａ 出来事の類型①「悲惨な事故や災害の体験」

請求人・妻や義弟Ｍの申し立てる平成２０年７月２７日から２８日に

かけて富山県射水市への運行の帰路にゲリラ豪雨に会い、生命にかか

わる恐怖体験をしたという出来事については、以下のとおりの理由で

客観的な事実関係を認めることは困難である。ただし、上記の運行は、

労働時間に係る事項で別途検討した。

（ａ）富山地方気象台の発表資料によれば、平成２０年７月２８日に、前

線の影響により１時間に７０ミリを超える記録的な非常に激しい雨が

降り、各地で土砂崩れにより道路が通行止めになった事実は認められ

る（丙第号２０証）。

（ｂ）請求人・妻等の申し立てにより、被災者が運行終了後、家族に道路

走行中に上記の大雨に遭遇して恐怖体験をした出来事を話しているこ

とから、大雨当日に、そのような心理的状況はあったことは推定され

るものの、具体的な事故の体験や災害を目撃したという事実はなく、

視界不良の中で走行したという体験のみをもって「悲惨な災害の体

験」ということはできない。

（ｃ）上記の恐怖体験は、会社に報告されて周知の事実となっていること

もない（乙第８号証、丙第９～１０号証）。

ｂ 出来事の類型③「仕事の量・質の変化」

（ａ）被災者の運転していた４トンユニック車の燃料タンクが２００ℓか

ら半分の１００ℓになった事実は認められるものの、被災者の乗務す

る車両が４トンユニック車に変更となったのは、平成１９年９月中で

あるので、発病前おおむね６か月以内の出来事にあたらない（丙第９
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号証、丙第１８号証）。したがって、この出来事だけでは検討対象と

ならない。

（ｂ）次に、平成２０年以降、これまで東北地方を中心とする運行に関東

や富山方面の長距離輸送が入り、拘束時間が増加し、反対に休息時

間が減少したという事実を検討したところ、運行先が東北地方以外の

日数、拘束時間、走行距離を月単位で比較すれば、下記のとおりであ

る（丙第９号証、丙第１４号証）。

東北地方外日数 拘束時間（時間：分） 走行距離（ｋｍ）

平成１９年（年間） １２日 ３１７（月平均） ５，５８３（月平均）

平成２０年１月 ０日 ２９６：１５ ５，３１８

２月 ４日 ３５７：２５ ６，６０１

３月 ３日 ３４７：４０ ６，１３９

４月 ０日 ３１６：３５ ５，３４１

５月 ３日 ３２１：０８ ６，６０４

６月 ４日 ３１１：００ ６，０５５

７月 ２日 ３５４：３５ ６，４８５

８月 １日 ３００：５５ ６，２７２

記録からは、平成２０年には、富山県や静岡県等遠距離地が運行に

組み込まれ、東北地方以外の地域への運行が前年よりも増加している

事実は認められるが、大幅な増加傾向とはいえない。しかしながら、

平成２０年２月以降は拘束時間、走行距離とも前年平均より増加傾向

にある。なお、関東圏への運行が増えた理由は、同僚のＧは、被災者

の車両が関東方面の排ガス規制に対応しているからと申し立てている

（丙第５号証）。

（ｃ）請求人・妻の平成２０年３月頃より、家に戻らない日が増加したと

する事実について記録を確認したところ、２労働日にわたる運行は下

記のとおりである（丙第１４号証）。ただし、顕著な増加傾向は見受

けられない。

なお、車中泊については、同僚Ｇが、「仮眠は、時間も短いので、

家で寝るより疲れるのは当たり前」と申したてており、当審査官も、

車両を確認したが、奥行き１８５ｃｍ、幅６５ｃｍとかなり狭いスペ

ースと硬いマットで、決しで快適な空間ではないといえる（丙第２号
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証）。

回数 うち車中泊と推定される回数

平成２０年１月 ３回 ３回

２月 ６回 ６回

３月 ６回 ５回

４月 ６回 ３回

５月 ７回 ６回

６月 ６回 ５回

７月 ４回 ４回

８月 ２回 ３回

（ｄ）請求人・妻が、平成２０年７月半ば以降、福島のスーパーチェーン

ｆ関係の搬入等作業が増加して、責任者的立場になって負担になって

いたとの申し立てについては、資料から８月半ば以降であることが確

認されたが、その実態は、下記のとおり搬入等作業が福島いわき方面

に集中している（丙第１２号証、丙第１５号証）。

なお、この時期の搬入等作業が責任者的立場なっていることを、同

僚は必ずしも肯定していないが、役員Ｆは「指揮命令を行わせてい

た。」と申し立てている（丙第３号証）。

平成２０年 始業・終業時刻 搬出入時間（ｈ）移動時間（ｈ）行先

８月１８日 ６：００～１８：２０ ７．５ ３．５ いわき

８月１９日 ３：００～１６：３０ １．０ ８．５ 浪江

８月２０月 ５：００～１９：２０ ６．０ ５．７５

８月２１日 ６：００～１５：４０ 一般貨物運送

８月２２日 ４：３０～１６：５０ 一般貨物運送

８月２３日 ２：５０～１９：００ 一般貨物運送

週総労働時間 （６７時間２０分）

８月２５日 ３：００～１６：３０ ８．５ ２．０ 仙台

８月２６日 ３：５０～１６：００ 一般貨物運送

８月２７日 ２：５５～１８：００ ９．５ ４．０（泊）いわき

８月２８日 ８：００～１９：３０ ５．０ ４．０ いわき

８月２９日 ５：００～１６：４０ ４．５ ８．０ 富岡
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８月３０日 ６：４０～１４：５０ 一般貨物運送

週総労働時間 （６１時間５０分）

８月３１日 １９：００～２４：００ 一般貨物運送

９月 １日 ２４：００～２３：００ 一般貨物運送

９月 ２日 ８：００～２２：４０ ８．５ ５．０ いわき

９月 ３日 ５：００～１３：００ 一般貨物運送

９月 ４日 ３：３０～１７：３０ ８．０ ４．０（泊）富岡

９月 ５日 ８：００～２０：１０ ８．０ ４．０ 富岡

９月 ６日 ６：２０～１２：３０ 一般貨物運送

週総労働時間 （７２時間）

ｃ 出来事の類型④「身分の変化等」

被災者・妻の申し立てる第１事業部所属労働者に対する賃金の減額

と見返りとして約束されていたボーナスの不支給は、同僚の証言等か

ら事実を認めることができる（乙第９号証、乙第２０～２２号証）。

なお、請求人・妻は、平成２０年７月以降貸金の切り下げに不満を

持ったトレーラーの運転手が相次いで退職したことも相まって、この

時期以降、被災者が急激に会社へ不満を抱くようになった経緯を申し

立てているが、出来事として認定できるのは、労働条件の切り下げに

係る「不利益取扱いを受けた」出来事のみである。

ｄ 出来事の類型⑥「対人関係のトラブル」

（ａ）後継者育成の要請と拒絶

請求人・妻の申し立てる上司Ｅへの搬入等作業担当の若手人材要望を

拒絶された件については、資料から、次の事実関係が推定される（乙第

７号証、乙第１１～１３号証、丙４～５号証、丙第１９号証）。

① 平成２０年７月頃に、被災者からＥ部長に対して「搬入の仕事の

若いのを育ててほしい。」と要望のあったが、Ｅは、搬入等作業は

早朝や夜間作業で、かつ技術的にも１、２年の熟練が必要のため、

人材確保ができない旨を被災者に伝えている。また、運行管理担当

のＣや同僚Ｇも、被災者がＥに後継者育成の相談をしたこと、人材

募集してもきつい仕事なので、応募がなく採用できなかったことを

認めている。

② 平成２０年当時、Ａ社で搬入等作業を担当する労働者は、被災者

のほか同僚Ｄ、Ｇおよび退職後に臨時に手伝う請求人・父の４名の

みや、人数を要する作業時にはアルバイト等を使用していた。

③ 作業の指揮を行える技術を要するのは、上記の３名のみであり労
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働者Ｄ、Ｇともすでに６０歳を超えており、Ａ社を定年後に１年ご

とに再雇用されている身分であり、正社員で搬入等作業担当者は、

被災者のみであった。

④ 以上のことから、請求人・妻の申し立てる「Ｅから足蹴にされ

た。」という状況まではＥが否定していることから確認できないも

のの、被災者の要請に対し、Ｅが否定的な回答をした事実は認める

ことができる。

（ｂ）ボーナス不支給に係る上司への不満

本件については、賃金の切り下げや平成２０年８月のボーナスの不

支給については請求人・妻の申し立てるような事実関係は認められる

が、このことに被災者個人が強く悩んでいたとしても、ボーナス支給

を約束していた上司のＦとのトラブルが周囲に明らかとはなっておら

ず、客観的に上司とのトラブルがあったと認定するのは困難である

（乙第７号証、乙第９号証、乙第１３号証）。

（ウ）認定した被災者の発病前の労働時間

被災者の労働時間については、運転日報、チャート紙（タコグラフ）、

点呼記録簿、貸金集計表等の記録はあるものの、Ａ社は、労働時間と休

憩時間（仮眠時間を含む）を明確に記録させていなかったことから、チ

ャート紙である程度明らかとなる運転時間以外の労働時間、すなわち積

荷積降し等の荷役作業時間および手待時間は推定となる。ただし、被災

者が行う特別な作業ともいえる搬入等作業については、別途賃金計算

を行う必要から賃金計算表に記録がある（丙第８号～第１１号証）。

Ａ社の役員Ｆは、当初被災者のチャート紙で運転していない時間のう

ち搬入等作業時間や荷役作業時間として推定した時間以外の手空き時間

をすべて休憩時間として当審査官に報告しているが、「記録がなく見て

いたわけでもないので、あくまでも推定です。道路事情等で相手先に早

く着きすぎて待機している時間を手待ち時間だと言われればその通りで

すが記録がない以上なんとも言えません。」と申し立てている（丙第３

号証）。

また、運行管理担当者Ｃは、被災者の搬入等作業以外の一般の貨物運

送の仕事の流れは、おおむね出発後荷降ろし場所に運搬し、午前中は前

日積み込んだ荷を積み降ろし、それ以降は配車の連絡を随時電話連絡し

ながら、「複数の荷主のところの荷物を断続的に午後１時ころから午後５

時ごろまで積み込み、その間にもちろん食事や休憩時間も入っています。

積み込み時間まで手空きの時間は休憩をとるように言っていましたが、

現実に積み込み場所まで行って、荷主から待たされる時もありました。
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休憩か手待ち時間かの区別はタコグラフからだけでは正確には出てきま

せん。」と申し立てる（丙第５号証）。

さらに、同僚労働者Ｄ及びＧらは、本人たちの労働時間集計において

も手待時間が全く集計されないことに否定的であり、Ｄは、「時間調整

のため長く得たされている時もあり、それは休んでいるように見えても

手待ち時間と言ってもいいと思います。」と申し立てている（丙第４～

５号証）。

なお、「休憩時間」の意義は、労働基準法第３４条の解釈例規で「休

憩時間とは単に作業に従事しない手待時間を含まず労働者が権利として

労働から離れることを保障されている時間の意であって、その他の拘束

時間は労働時間として取り扱うこと。」（昭２２・９・１３基発１７号）

と示されており、貨物運送事業における手空き時間については、労働者

の自由利用を就業規則等で明確に示されてあれば休憩時間として扱うこ

とが可能とされている（昭２９年１０．６基収６０５１号）。

しかしながら、Ａ社では、１労働日の休憩時間を１時間と定めている

のみであり、拘束時間のうち会社で定める休憩時間以外の時間は、労働

時間として取り扱わなければならない。ただし、被災者の労働時間を集

計するうえで、２日にわたる運行で、仮眠等の休息時間と推定される時

間や請求人側申し立てにもある早めに目的地に着いて食事等休憩してい

たと考えられる時間は、休憩時間と推定して差し支えないものと考える

（甲第３号証）。

以上の内容を踏まえ、当審査官は、あらためて被災者の平成２０年１

月以降の労働時間等を「労働時間集計表」として集計したが、その結果、

被災者の平成２０年以降の月間の拘束時間、総労働時間、１か月あたり

の法定労働時間を超える時間外労働時間は、次のとおりと推定される。

（丙第１５号証）。

平成２０年

月 拘束時間 実労働時間 月間時間外労働時間

１月 ２９６時間１５分 ２４３時間２５分 ６６時間２５分

２月 ３５７時間２５分 ２８９時間１５分 １２４時間１５分

３月 ３４７時間４０分 ２９５時間１０分 １１８時間１０分

４月 ３１６時間３５分 ２６７時間５５分 ９６時間５５分

５月 ３２１時間０８分 ２６７時間１３分 ９０時間１３分
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６月 ３１１時間００分 ２６５時間５０分 ９１時間５０分

７月 ３５４時間３５分 ２９６時間３０分 １１９時間３０分

８月 ３００時間５５分 ２５１時間１０分 ７４時間１０分

（注）月間時間外労働時間数は、①（実労働時間）－②（当該月の暦日数／７×４０）

②は、３１日の月１７７時間、３０の月１７１時間、２９日の月（うるう年）

１６５時間として算定した。

なお、原処分庁は、被災者の発病前おおむね６か月前の月間時間外労

働を平均して６０時間程度と集計しているが、手空き時間を明確な根拠

もなく労働時間から除外しており、当審査官は、これを採用できない

（乙第５号証）。

（エ）被災者の発病前の労働時間に関して、他に判明した事実

ａ 始業・終業時刻が毎日異なること

請求人・妻は、「勤務時間は聞いたことがなく、現場着が何時と指

定され、その時間に合わせて出発した。」との申し立てであるが、資

料によれば、一般貨物の運送においては、被災者の運行区間が毎日異

なるため、午前の荷降ろし場所が遠方の場合には、午前１時の出発に、

目的地が県内等近い場合には午前５時の出発にというように毎日始業

時刻が異なる。

平成２０年７月の例では、最も早い始業時刻が午前０時４０分、最

も遅い始業時刻が午前１１時２５分となっている。なお、終業時刻も

ばらつきはあるものの、当日で終了する場合には、１７時から２０時

前後が多い（丙第１５号証）。

このことは、運行管理者Ｃの申し立てるように「（被災者の）一般の

貨物運送ですが、特に何の荷物を運ぶということはなくフリーの荷物

でした。荷主によって、いつ積み込んだり、荷降ろしするか、まちま

ちでした。」ということが原因となっていると思われる（丙第５号証）。

ｂ 勤務時間帯に深夜時間帯が多く含まれていたこと

被災者は、日勤の場合深夜時間帯の早朝に業務を開始することが多

いほか、２日にわたる運行や夜間の搬入作業等もあり、記録によると、

深夜労働を行ったと認めらられる日は、次のとおりと認められる（丙

第号１５証）。

平成２０年 労働日 深夜労働日
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１月 ２３日 １４日

２月 ２７日 １７日

３月 ２６日 １４日

４月 ２８日 １４日

５月 ２５日 １３日

６月 ２６日 １１日

７月 ２７日 １９日

８月 ２３日 １５日

ただし、請求人代理人等の申し立てにあるとおり、被災者は、他の

労働者より１～２時間出勤が早く、点呼を受け次第出発して、荷降ろ

し場に早目について待機する習慣があり、深夜労働が多いのは、被災

者側の事情ということもある。しかし、会社が高速道路走行を原則と

して認めていないことから、深夜早朝の道路が空いている時間帯に走

行した方が早く目的地に到着すること、目的地が日々変わるため、荷

降ろし場所や搬入等作業場所の地理が不案内になる危険を回避する必

要があることなど理由があり、会社も早目の出発を認容して点呼に応

じていることから、被災者の習慣は特に批判されるものではない（甲

第３号証、丙第７号証）。

なお、請求人側の申し立てにあるような早めに着いて休憩している

と認められる時間については、当審査官は、労働時間集計においてチ

ャート紙上認められる時間は休憩時間とみなした（丙第８号証）。

ｃ 日勤勤務ながら、月のうち数回は、長距離運行が組み込まれ２日以

上にわたる運行となっていたこと

平成２０年の運行状況を運転日報等の記録から確認したところ、被

災者は、原則として日勤の日帰り運行であるが、東北地方以外の地域

や東北地方でも青森や秋田等への運行時には２日連続運行となってい

る。１月以降の２日連続運行は、次のとおりと認められる（丙第１５

号証）。

平成２０年 回数 平成２０年 回数

１月 ３回 ５月 ５回

２月 ５回 ６月 ４回

３月 ５回 ７月 ５回

４月 ２回 ８月 ２回
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ｄ 搬入等作業と一般の貨物運送が同じ勤務日に組まれていた事実があ

ること

被災者は、前述のとおり搬入等作業の担当者でもあったが、請求人

・妻の申し立てにあるとおり、搬入等作業を夜間に行った当日又は翌

日に一般貨物運送を行っている日並びに夜間に連続して昼間に搬入等

を行っている日を記録から確認したところ、次のとおり認められる

（丙第１５号証）。

平成２０年 前後の一般貨物運行 搬入等作業関係

２月 １９日・２０日昼間 １９日夜間

３月 ４日・５日昼間 ４日夜間

３月 １０日昼間搬入 ９日夜間

３月 ３１日・４月１日昼間 ３１日夜間

４月 ９日昼間・１０日搬入 ９日夜間

４月 ２４日・２５日昼間搬入 ２４日夜間

４月 ３０日昼間・５月１日搬入 ３０日夜間

５月 ２２日昼間搬入・２３日昼間 ２２日夜間

６月 １９日昼間 １８日夜間

７月 １０日・１１日昼間 １０日夜間

７月 ２９日・３０日昼間搬入 ２９日夜間

ｅ 平成２０年７月の富山方面への運行後の状況

請求人・妻は、被災者は、３回目の富山行きである平成２０年７月

末の後は、「眠い、疲れたが口癖のようになっていました。」と、豪

雨のあった富山までの運行を前後にして、被災者の心身の変化があっ

たことを申し立てているので、富山まで運行前後の労働時間等を記録

から確認すると、次のとおりである。（丙第１号証、丙第８号証）。

平成２０年 拘束時間 労働時間 長距離区間

７月２７日（日） １７：４０ １６：４０ 富山射水

２８日（月） １８：００ １２：０５ 富山射水

２９日（火） １１：４５（搬入） ９：４５

３０日（水） １１：００（搬入） １０：００
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３１日（木） １８：００（搬入） １６：００ 青森鯵ヶ沢

８月１～２日（金） ２３：０５（搬入） １８：０５ 青森鯵ヶ沢

（土）

これを見ると、被災者は平成２０年７月２４日から８月２日までの１

週間に、８２時間３５分労働し、１週間で４２時間３５分の時間外労

働を行っている。また、労働大臣告示「自動車運転者の労働時間毎の

改善のための基準」（以下、「改善基準」という。）で定められた、最大

拘束時間１６時間を超える日が４日間もあり、この期間には改善基準

で定める最大休息期間８時間の十分な休息時間がとられていない事実

が見受けられる。

なお、７月３０日の乗務後点呼欄には、「寝不足」の記載がある。

さらに、チャート紙を見れば、富山へ運行した２日間の運転は、下記

のとおりの記録がある。なお、この２日間の運行距離は、往復で９８１

ｋｍと認められる。

また、拘束時間のほかに、次のとおり１日の運転時間は、２日平均

で９時間以内とする改善基準を超え、連続運転時間は４時間以内とす

る改善基準を超えている。とくに、７月２８日については、前記の豪

雨の影響あるともいえるが、ほとんど休憩をとることもなく連続１１

時間３０分の運転で富山から帰って来るという異常な行動が確認され

る。このことは、請求人・父が「亡くなる前に富山に行ったのですが、

一休みもしないで行ってきたと言ってました。」との証言とも一致する

（乙第１０号証）。

拘束時間 労働時間 運転時間 最大連続運転時間

７月２７日 １７：４０ １６：４０ １１：３０ ５：３０

７月２８日 １８：００ １２：０５ １１：３０ １１：３０

ｆ 搬入等作業日

被災者の業務のうち、搬入等作業があった日数、そのうち単独で行

った日は、下記のとおりである（丙第１５号証）。

なお、搬入等作業日数は、前年度より月平均にして１日増加してい

る（丙第６号証）。

平成２０年 労働日数 搬入等作業日数 単独日数
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１月 ２３日 ２日 １日

２月 ２７日 ４日 ３日

３月 ２６日 １１日 ４日

４月 ２７日 １２日 ３日

５月 ２５日 ７日 ０日

６月 ２６日 １１日 ２日

７月 ２７日 ８日 ２日

８月 ２２日 ８日 ２日

平成２０年月平均６．８日

平成１９年月平均５．８日

（オ）認定した出来事後の状況が持続する程度

ａ 仕事の量（労働時間等）の変化後の持続する状況

上記（イ）ｂ（ｂ）～（ｄ）で認定した出来事の類型③「仕事の量

・質の変化」に係る出来事後の出来事の持続する程度については、平

成２０年２月以降は、以下のとおりの程度であると認められる。

（ａ）拘束時間は、毎月３００時間を超え、時間外労働時間は、１００時

間を超える月が２月、３月、７月であり、９０時間を超える月が４～

６月、８月は盆休みがあっても７０時間を超えているなど、恒常的な

長時間労働が出来事以降にみられ、上記（エ）に列挙した長時間労働

の要因となる問題点や深夜労働が持続していると認められる。

（ｂ）８月の盆過ぎから、被災者が亡くなる９月上旬までは、福島県いわ

き市方面の搬入作業等が集中して業務に組み込まれるようになり、仕

事の密度が大幅に増加していたと認められる。

ｂ 職場の支援・協力等の欠如の状況

上記（イ）ｃで認定した平成２０年上旬の後継者養成をめぐる問題

は解消されないまま、８月の盆過ぎの搬入作業等の集中作業が行われ

ていたと認められる。

カ 業務以外の心理的負荷に係る出来事

被災者の業務以外の心理的負荷については、監督署長は、私生活の領

域に属することでもあり、調査の結果不明としている。

なお、会社役員のＦは、被災者の母親のいとこにあたるという縁戚の

立場から、次のとおり申し立てている（丙第３号証）。

・ 被災者夫婦は、結婚後色麻町にある被災者の両親の家に同居して

いたが、嫁姑の問題があり、１年くらいで妻側の実家がある塩釜市
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に転居した。

・ 平成２１年春に被災者夫婦間の双子の子供が小学校に入学する

のを機に色麻町の実家に戻るように、被災者の両親から言われてい

た。そのことで、被災者は、色麻町と塩釜市の板挟みになっていた。

・ 被災者は、死亡する前々日に上記の結論を言うために色麻町の家

に家族で行ったが言い出せなかったのではないか。

会社役員Ｆの申し立て内容は、判断指針の職場以外の心理的負荷評価

表の②自分以外の家族・親族の出来事「親族とのつきあいで困ったり、

幸い思いをしたことがあった」に該当するが、Ｆの証言内容を請求人

・妻及び父ともに否定しており、遺書等も残されていないことから、

出来事の真偽は不明と言わざるを得ない（丙第１号証、丙第６号証）。

キ 個体側要因

被災者の個体側要因である①既往歴、②生活史、③アルコール等依

存状況、④性格傾向については、原処分庁は調査の範囲から不明として

いるが、当審査官も、特に評価しうる事項は見当たらない。

ク 監督署長に対する医学的意見

専門部会は、監督署長に対して、要旨、次のとおり意見を述べてい

る（乙第６号証）。

（ア）精神障害発病の有無

前記のとおり、平成２０年８月頃に本件疾病を発病したとみなすの

が妥当と考えられる。

（イ）業務要因の検討

業務による心理的負荷となる出来事としては、（１）平成２０年１月

分以降の給料が引き下げられ、下がった分は８月のボーナスで支給する

という約束が、被災者の所属していた第１事業部の労働者に対して果た

されなかったこと、（２）会社の会長や社長から挨拶もされず、上司の

Ｃからは日常的に厳しい口調で対応されたこと、を請求人・妻が申し立

てている。

これらを指針における職場の心理的負荷評価表にあてはめると、出来

事の類型④身分変化等に該当し、心理的負荷の強度は、「仕事上の差別

不利益扱いを受けた」の「Ⅱ」に該当するが、同じ事業部に所属してい

る社員がすべて該当したことから、「Ⅱ」を「Ｉ」に修正し、⑥対人関

係のトラブルも該当し、心理的負荷の強度は、「上司とのトラブルがあ

った」の「Ⅱ」に該当するが、わりと愛想の悪い社長であったことや、

明らかに面と向かって無視をされていることではないこと、上司のＣは、

被災者に厳しく目くじらを立てているということではなく、誰に対して
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も厳しく按している等から「Ⅱ」を「Ｉ」に修正した。

さらに、出来事に伴う変化等については、自動車運送業ということで

拘束時間が長い勤務、不規則な勤務、恒常的な長時間労働が認められた。

よって、総合評価は「中」程度と判断する。

（ウ）業務以外の心理的負荷及び個体側要因については不明といわざるを得

ない。

（オ）以上のことから、業務による心理的負荷の総合評価は「中」程度であ

り、精神障害を発病させるおそれのある程度の心理的負荷とは認められ

ないことから、本件は業務外として処理するのが適当である。

ケ 当審査官に対する医学的意見

当審査官は、本件審査請求の決定にあたり、審査資料をもとに、あら

ためて専門部会に意見を求めたところ、要旨、次のとおりの内容の意見

書が提出された（丙第２０号証）。

（ア）精神障害発病の有無

被災者の精神障害発病の有無については、当部会が平成２１年３月

１８日付で仙台労働基準監督署長に提出した意見書（以下「前意見書」

という。）のとおりとする。

（イ）業務要因の検討

ａ 前意見書において意見を述べた「心理的負荷による精神障害等に係

る業務上外の判断指針（以下「判断指針」という。）における心理的

評価表」にあてはめる被災者の発病おおむね６カ月前の出来事と評価

結果を次のとおり修正する。

（ａ）出来事の類型③仕事の量・質の変化

平成２０年以降、東北地方以外の遠距離地域への運行が前年よりも

増加して、月間走行距離も、前年度平均走行距離より増加している。

同年６月以降、この遠距離地域に往復１０００Ｋｍの富山県が加わ

り、同県の運行後、疲労を訴えるようになった。このことは、「勤

務・拘束時間が長時間化する出来事が生じた」に該当し、平均的な心

理負荷強度は「Ⅱ」と評価される。なお、同年２月以降、毎月１００

時間前後の時間外労働を行い、拘束時間も毎月３００時間を超えて

いることから、恒常的な長時間労働の実態があったものと認められ、

心理的負荷強度は、「Ⅲ」に修正できる。

次に、同年８月半ば以降、福島県いわき市方面におけるスーパーチ

ェーンのショーケース搬入等の肉体作業が集中することとなり、責任

者的立場にも就いていたことから、「仕事内容・仕事量の大きな変化

を生じさせる出来事があった」に該当し、平均的な心理負荷強度は、
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「Ⅱ」と評価される。なお、搬入等の作業の集中は、上記の恒常的な

長時間労働のうちに行われたと認められ、心理的負荷強度は、「Ⅲ」

に修正できる。

（ｂ）出来事の類型④身分等の変化

平成２０年度以降の貸金の切り下げと、見返りとして約束されて

いたボーナスの不支給については、第一事業部所属労働者に限定さ

れて行われたと認められ、「非正規社員であるとの理由等により、

仕事上の差別、不利益取扱いを受けた」に該当し、平均的な心理的

負荷は、「Ⅱ」と評価される。

（ｃ）出来事の類型⑥「対人関係のトラブル」

平成２０年７月の出来事として、搬入等作業の後継者育成の要請

に対する上司の否定的な対応については、「上司とのトラブルがあ

った」に該当し、平均的な心理的負荷の強度は「Ⅱ」と評価される。

ｂ 上記の出来事の状況が持続する程度による早坂勇希の心理的負荷

の評価については、次のとおり修正する。

（ａ）平成２０年２月以降から発病するまでの間に、毎月１００時間前

後の恒常的な長時間労働が見られるうえ、毎月の始業・終業時刻が

一定せず、拘束時間や労働時間も日々変動し、車中での仮眠を余儀

なくされる２日にわたる運行や、深夜労働も多く見受けられ、十分

な心身の疲労回復が困難な状況が持続していたと見受けられる。

（ｂ）一般乗務員と異なり、肉体労働と技術的な熟練が求められる搬入

等作業も、かなりの程度労働に含まれ、同年８月半ば以降には、こ

の作業も集中してきているが、後継者の確保といった会社の支援も

受けられない状況も認められる。

（ｃ）以上を踏まえると、被災者に生じた出来事後の状況が持続する程

度は、「相当程度過重」と認められる。

ｃ 上記のａ及びｂの手順で検討した結果、出来事の心理的負荷は

「Ⅲ」と認められ、出来事後の状況が持続する程度が「相当程度過

重」と認められることから、被災者が受けた心理的負荷の強度を

「強」と判断する。

（ウ）業務以外の心理的負荷の評価及び個体側要因の評価については、前

意見書どおりであり、認められない。

（エ）結論

被災者は、平成２０年８月頃対象疾病の「うつ病」を発病し、その

結果自殺したものと思われる。

対象疾病の発病前おおむね６か月の間に、同人には当該疾病を発病
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させるおそれのある業務による強い負荷が認められる。

業務以外の心理的負荷及び個体側要因により発病したとは認めら

れない。

以上のことから、被災者の発病とそれに伴う自殺については、業

務上として処理するのが適当である。

（２） 結 論

判断指針に照らし、上記２の２の（１）で認定した事実に基づき、本

件について判断すると、次のとおりである。

ア 対象疾病に該当する精神障害の発病

請求人に現れた症状について、専門部会は、本件疾病とみなすのが妥

当とし、発病時期を平成２０年８月頃と推定しているが、本件疾病は、

判断指針における対象疾病に該当する。

請求人の心身の変化については、請求人・妻の申し立てによると、平

成２０年５月以降の体重の急激な減少や同年７月後半からの食欲不振等

に認めることができるが、当審査官も、専門部会が判断根拠とした同年

８月の盆明け以降の被災者の心身の変化が顕著であることから、遅くと

も同年８月未までには、本件疾病に発病していたものと判断する。

イ 業務による心理的負荷の強度の評価

発病前おおむね６か月の間に、被災者に生じた出来事を判断指針の

「別表１」により評価すると、次のとおりである。

（ア）出来事の類型③仕事の量・質の変化

被災者の一般貨物運送の運行先は、平成２０年以降、東北地方以外の

遠距離地域が前年よりも増加して、月間走行距離も、前年度平均走行距

離より増加している事実が認められる。また、遠距離地域には、往復約

１０００ｋｍの富山県が加わり、同県への運行後、被災者は疲労を訴え

るようになった。これらのことは、「勤務・拘束時間が長時間化する出

来事が生じた」に該当し、平均的な心理負荷強度は「Ⅱ」と評価される。

なお、被災者は、同年２月以降、毎月１００時間前後の時間外労働を

行い、拘束時間も毎月３００時間を超えることから、恒常的な長時間労

働の実態があったものと認め、心理的負荷の強度を「Ⅲ」に修正する。

次に、被災者の発病時期とも重なるが、同年８月半ば以降、福島県

いわき市方面におけるスーパーチェーンｆ関係の搬入等作業が被災者

に集中するようになり、当該作業の責任者的立場にも就いていた。

このことは、「仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事が

あった」に該当し、平均的な心理負荷強度は「Ⅱ」と評価される。

なお、この時期の搬入等作業をみると、片道４時間の場所に移動した
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後９時間以上の作業を行なったり、前日午後１０時４０分に終業し、翌

日午前５時には始業を開始するなどの勤務実態も認められ、恒常的な長

時間労働が解消されているとは認められないことから、心理的負荷の強

度を「Ⅲ」に修正する。

（イ）出来事の類型④身分等の変化

被災者の平成２０年度以降の賃金の切り下げと見返りとして約束され

れていたボーナスの不支給については、同僚の証言からも認められ、会

社の同僚全体ではなく、第一事業部所属労働者に限定されていることか

ら、監督署長が認定したとおり「非正規社員であるとの理由等により、

仕事上の差別、不利益取扱いを受けた」に該当すると判断して差支えな

いと考え、平均的な心理的負荷の強度を「Ⅱ」とする。ただし、監督署

長は強度を「Ｉ」に修正しているが、日常的に経験する一般的に問題と

ならない程度の心理的負荷とまでは評価できないので、強度は「Ⅱ」の

ままとする。

（ウ）出来事の類型⑥「対人関係のトラブル」

平成２０年７月の出来事として、被災者の搬入等作業の後継者育成の

要請に対するＥ部長の否定的な対応については、「上司とのトラブルが

あった」に該当し、平均的な心理的負荷の強度は「Ⅱ」と評価される。

ウ 強度の総合評価

被災者には、上記のとおり、平成２０年２月以降から発病するまでの

間に、毎月１００時間前後の恒常的な長時間労働がみられる。

また、この間の被災者の勤務実態をみると、毎日の始業、終業時刻が

一定しないこと、１日の拘束時間や労働時間も日々変動していること、

労働日の半分程度が深夜労働であること、日勤勤務でありながら、車中

での仮眠を余儀なくされる２日にわたる運行が最大で月５回（延べ１０

日）程度組み込まれいたこと等の実態があり、被災者は、家庭において

心身の疲労を回復し得る程度の睡眠時間を安定して確保できる状況にな

く、心身の疲労がかなりの程度蓄積されるような勤務実態にあったもの

と言わざるを得ない。

さらに、被災者は一般の乗務員とは異なり、運転とは別の肉体労働と

技術的な熟練が求められる搬入等作業に、月平均７日程度従事していた

ものであり、平成２０年８月半ば以降には、同作業が集中し、同作業の

責任者的立場にもなった。しかも、正社員として搬入等作業を担当でき

る者は被災者のみであり、他の同僚は、定年後の再雇用者であり、遠か

らず引退していくことが明らかであるのに、後継者の確保という会社の

支援も受けていない事情も認められる。
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以上の事情を総合的に考慮したとき、被災者に生じた出来事後の状沢

が持続する程度は、「相当程度過重」と認められる。

したがって、上記のとおり、出来事の類型③仕事の量・質の変化に係

る出来事において、被災者の心理的負荷の強度を「Ⅲ」と評価している

ことから、当審査官は、判断指針により、被災者の業務による心理的負

荷の総合評価を「強」と判断する。

たしかに、被災者は、一般労働者と異なり労働時間の密度が少ないと

いわれる手空き時間が多い貨物自動車運転者に属し、過重性を判断する

にあたり、長時間労働の質も考慮に入れる必要性もあるともいえるが、

被災者にみられる上記のような勤務実態を見れば、被災者の労働の質を

考慮しても、総合評価において結論は異るものではない。

エ 業務以外の心理的負荷の評価

請求人の心理的負荷に問題となる程度の出来事は不明といわざるを得

ない。

オ 個体側要因の評価

被災者に精神障害の既往歴はなく、生活史、アルコール依存状況、性

格傾向とも被災者が精神障害を発病させるおそれのある程度の問題点は

認められない。

カ 以上みたところによれば、被災者は、平成２０年８月未までには判断

指針で対象とされる本件疾病を発病していたものと考えられ、判断指針

にしたがって、発病前おおむね６か月の間の出来事について評価を行っ

たところ、精神障害を発病させる恐れのある程度の心理的負荷を認めら

れ、業務以外の出来事による心理的負荷は明らかとならず、かつ被災者

の個体側要因も認められないことから、被災者に発病した本件疾病は、

業務に起因したものと判断され、発病後の自殺についても、発病に伴う

判断能力の減退や精神的な抑制力を欠いた異常心理の下で行われたもの

と推定され、業務起因性を認めて差し支えないものと判断する。

キ 以上のとおり、本件審査請求に係る被災者の疾病と、これによると推

定される死亡については業務上の事由によるものと認められ、したがっ

て、監督署長が請求人に対してなした遺族補償給付及び葬条料の不支給

処分は妥当ではなく、取り消されるべきものである。

よって、主文のとおり決定する。

平成２２年４月８日

宮城労働者災害補償保険審査官

白鳥 和宏
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別 紙

労災保険法では、労働基準法施行規則第３５条、同規則別表第１の２第９

号に該当する疾病「その他業務に起因することの明らかな疾病」を労災保

険の対象としているが、精神障害については、下記判断指針によるものと

している。

記

心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針（概要）

平成１１年９月１４日基発第５４４号

改正平成２１年４月６日基発第０４０６００１号

１．精神障害の業務上外の認定については、精神障害の発病の有無等を明ら

かにした上で、業務による心理的負荷、業務以外の心理的負荷及び固体側

要因の各事項について具体的に療討し、それらと当該労働者に発病した精

神障害との関連性について総合的に判断する必要がある。

なお、業務による心理的負荷の強度の評価については、労働者災害補償

保険制度の性格上、本人がその心理的負荷をどう受け止めたかではなく、

多くの人々が一般的にはどう受け止めるのかという客観的な基準によっ

て評価する。

２．判断指針における対象疾病については、原則として国際疾病分類第１０

回修正（以下「ＩＣＤ－１０」という。）第Ⅴ章「精神および行動障害」に

分類される精神障害とする。

３．判断要件については、次の（１）、（２）及び（３）の要件のいずれも満たす

精神障害は、労働基準法施行規則別表第１の２第９号に該当する疾病とし

て取り扱う。

（１）対象疾病に該当する精神障害を発病していること。

（２）対象疾病の発病前おおむね６か月の間に、客観的に当該精神障害を

発病させるおそれのある業務による強い心理的負荷が認められること。

（３）業務以外の心理的負荷及び固体側要因により当該精神障害を発病し

たとは認められないこと。

４．業務による心理的負荷の強度の評価については、当該心理的負荷の原因

となった出来事及びその出来事後の状況が持続する程度について総合的に

検討する必要がある

そのため、別表１「職場における心理的負荷評価表」（以下「別表１」と
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いう。）を指標として用いることとする。

なお、別表１については、平成２１年４月６日付け基発第０４０６００１

号によって示された改正版によるものとする。

（１）出来事の心理的負荷の評価

精神障害の発病前おおむね６か月の間に、当該精神障害の発病に関

与したと考える業務による「出来事」としてどのようなものがあった

のかを具体的に把握し、その出来事の平均的な心理的負荷の強度を、

職場において通常起こり得る出来事を一般化した別表１の（１）の欄の

「具体的出来事」に該当するかを判断して平均的な心理的負荷の強度

を、「Ｉ」、「Ⅱ」、「Ⅲ」のいずれかに評価する。さらに、出来事の発

生以前から続く恒常的な長時間労働を行っている状態等が認められる

場合には、別表１の（２）の欄に掲げる視点に基づいて、平均的な心理

的負荷の強度の評価を修正する。

（２）出来事後の状況が持続する程度による心理的負荷の評価

業務による「出来事」が起こった後、別表１の（３）欄の各項目に基き、

出来事後の心理的負荷がどの程度持続し、拡大あるいは改善したかに

ついて検討する。

具体的には、次のイからヘに基づき、出来事後の状況が持続する程

度による心理的負荷の評価に当たり考慮すべき点があるか否か検討す

る。

イ 仕事の量（労働時間等）の変化後の持続する状況

口 仕事の質の変化後の持続する状況

ハ 仕事の責任の変化後の持続する状況

二 仕事の裁量性の欠如

ホ 職場の物的、人的環境の変化後の持続する状況

へ 職場の支援・協力等の欠如の状況

（３）業務による心理的負荷の強度の総合評価

前記（１）及び（２）の手順で検討した「出来事」及び「出来事後の

状況が持続する程度」の心理的負荷を総合評価して「弱」、「中」、「強」

のいずれと認められるか判断するとし、「強」と認められれば精神障害

を発病させるおそれがある程度の心理的負荷とする。

なお、判断指針では、「強」であると認められる程度の心理的負荷とは、

次の場合を言うとしている。

① 別表１の（２）欄により修正された心理的負荷の強度が「Ⅲ」と評価

され、かつ、別表１の（３）欄の評価が相当程度過重と認められると

き。なお、「相当程度過重」とは同種の労働者と比較して業務内容が困
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難で、業務量も過大である等が認められる状態をいう。

② 別表１の（２）欄により修正された心理的負荷の強度が「Ⅱ」と評価

され、かつ、別表１の（３）欄による評価が特に過重であると評価され

るとき。なお、「特に過重」とは、同種の労働者と比較して業務内容が

困難で、恒常的な長時間労働が認められ、かつ、過大な責任の発生、

支援・協力の欠如等、特に困難な状態が認められる状態をいう。

（４）特別な出来事等の総合評価

次の特別な出来事等が認められる場合には総合評価を「強」とするこ

とができる。

イ 心理的負荷が極度のもの

別表１の（２）欄で修正された心理的負荷の強度が「Ⅲ」と評価さ

れる出来事のうち、生死に関わる事故への遭遇等心理的負荷が極度の

もの

ロ 業務上の傷病により６か月を超えて療養中の者に発病した精神障害

業務上の傷病によりおおむね６か月を越える期間にわたって療養中

の者に発病した精神障害で、病状が急変し極度の苦痛を伴った場合な

ど上記アに準ずる程度のものと認められるもの

ハ 極度の長時間労働

極度の長時間労働、例えば数週間にわたり生理的に必要な最小限の

睡眠時間を確保できないほどの長時間労働により、心身の極度の疲弊、

消耗を来し、それ自体がうつ病等の発病原因となるおそれのあるもの

（５）別表２「職場以外の心理的負荷評価表」（以下「別表２」という。）

により、別表１と同様に評価し心理的負荷の強度「Ⅲ」に該当する出

来事が認められる場合には、その出来事による心理的負荷が客観的に

精神障害を発病させるおそれのある程度のものと認められるか否かに

ついて検討する。

なお、別表２については、平成２１年４月６日付け基発第０４０６０

０１号によって示された改正版によるものとする。

（６）次の事項に考慮すべき点が認められ、それらが精神障害を発病さ

るおそれがある程度のものと認められるか否かについて検討すること

とされている。

①精神障害等の既往歴、②生活史（社会適応状況）、③アルコール等依存

状況、④性格傾向
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（参考）

ＩＣＤ－１０第Ⅴ章「精神および行動の障害」分類

Ｆ０ 症状性を含む器質性精神障害

Ｆ１ 精神作用物質使用による精神及び行動の障害

Ｆ２ 統合失調症、統合失調型障害及び妄想性障害

Ｆ３ 気分（感情）障害

Ｆ４ 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害

Ｆ５ 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群

Ｆ６ 成人のパーソナリティ及び行動の障害

Ｆ７ 精神遅滞〔知的障害〕

Ｆ８ 心理的発達の障害

Ｆ９ 小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害、特定

不能の精神障害
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基 発 第 ５４５ 号

平成１１年９月３０日

都道府県労働基準局長 殿

労働省労働基準局長

精神障害による自殺の取扱いについて

労働者災害補償保険法第１２条の２の２第１項の「故意」については，昭和４０年７月３１日付

基発第９０１号「労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の施行について」により，結

果の発生を意図した故意であると解釈してきたところであるが，このことに関し，精神

障害を有するものが自殺した場合の取扱いについては下記のとおりとするので，今後遺

漏のないようされたい。

記

業務上の精神障害によって，正常の認識，行為選択能力が著しく阻害され，又は自殺行

為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺が行われたと認

められる場合には，結果の発生を意図した故意には該当しない。

この謄本は原本と相違ないことを認証する。

平成２２年４月８日

宮城労働者災害補償保険審査官



基 発 第 ５ ４ ４ 号

平成１１年９月１４日

都道府県労働基準局長 殿

労働省労働基準局長

心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針について

心理的負荷による精神障害等に係る労災請求事案については、最近増加傾向にあ

ることから その迅速 適正な業務上外の認定を図るため 平成１０年２月から 精、 、 、 「

神障害等の労災認定に係る専門検討会」において検討してきたところであるが、今

般、検討結果報告書が取りまとめられ、これに基づき別添の判断指針を策定したの

で、今後の取扱いに適正を期されたい。



別添

心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針

第１ 基本的考え方について

心理的負荷による精神障害の業務上外の判断に当たっては、精神障害の発病

の有無、発病の時期及び疾患名を明らかにすることはもとより、当該精神障害

の発病に関与したと認められる業務による心理的負荷の強度の評価が重要であ

る。その際、労働者災害補償保険制度の性格上、本人がその心理的負荷の原因

となった出来事をどのように受け止めたかではなく、多くの人々が一般的には

どう受け止めるかという客観的な基準によって評価する必要がある。

また、業務以外の心理的負荷についても同様に評価する必要がある。

さらに、個体側要因についても評価されなければならない。精神障害の既往

歴が認められる場合や、生活史（社会適応状況 、アルコール等依存状況、性格）

、 （ 、 ）傾向等に特に問題が認められる場合は 個体側要因 心理面の反応性 脆弱性

が大きいとされている。

以上のことから、労災請求事案の処理に当たっては、まず、精神障害の発病

の有無等を明らかにした上で、業務による心理的負荷、業務以外の心理的負荷

及び個体側要因の各事項について具体的に検討し、それらと当該労働者に発病

した精神障害との関連性について総合的に判断する必要がある。

第２ 対象疾病について

本判断指針で対象とする疾病（以下「対象疾病」という ）は、原則として国。

際疾病分類第１０回修正（以下「ＩＣＤ－１０」という ）第Ⅴ章「精神および。

行動の障害」に分類される精神障害とする。

なお、いわゆる心身症は、本判断指針における精神障害には含まれない。

第３ 判断要件について

次の( )、( )及び ( )の要件のいずれをも満たす精神障害は、労働基準法施1 2 3

行規則別表第１の２第９号に該当する疾病として取り扱う。

( ) 対象疾病に該当する精神障害を発病していること。1

( ) 対象疾病の発病前おおむね６か月の間に、客観的に当該精神障害を発病さ2

せるおそれのある業務による強い心理的負荷が認められること。



( ) 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により当該精神障害を発病したとは3

認められないこと。

第４ 判断要件の運用について

労災請求事案の業務上外の判断は、まず、後記１により精神障害の発病の有

無等を明らかにし、次に後記２から４までの事項について検討を加えた上で、

後記５に基づき行う。

なお、具体的な検討に当たっては、客観的な判断がなされる必要があること

から、複数の専門家による合議等によって行う。

１ 精神障害の判断等

(1) 精神障害の発病の有無等の判断

精神障害の発病の有無、発病時期及び疾患名の判断に当たっては、ＩＣＤ

－１０作成の専門家チームによる「臨床記述と診断ガイドライン （以下「Ｉ」

ＣＤ－１０診断ガイドライン」という ）に基づき、治療経過等の関係資料、。

家族、友人、職場の上司、同僚、部下等（以下「関係者」という ）からの聴。

取内容、産業医の意見、業務の実態を示す資料、その他の情報から得られた

事実関係により行う。

なお、精神障害の治療歴の無い事案については、関係者からの聴取内容等

を偏りなく検討し、ＩＣＤ－１０診断ガイドラインに示されている診断基準

を満たす事実が認められる場合、あるいはその事実が十分に確認できなくて

も種々の状況から診断項目に該当すると合理的に推定される場合には、当該

疾患名の精神障害が発病したものとして取り扱う。

( ) 業務との関連で発病する可能性のある精神障害2

、対象疾病のうち主として業務に関連して発病する可能性のある精神障害は

参考に示したＩＣＤ－１０のＦ０からＦ４に分類される精神障害である。

なお、このうちＦ０及びＦ１に分類される精神障害については、既に示さ

れた他の認定基準等により、頭部外傷、脳血管障害、中枢神経変性疾患等器

質性脳疾患の業務起因性を判断した上で、その併発疾病等として認められる

か否かを個別に判断する。

２ 業務による心理的負荷の強度の評価

業務による心理的負荷の強度の評価に当たっては、当該心理的負荷の原因と



なった出来事及びその出来事に伴う変化等について総合的に検討する必要があ

る。そのため、別表１「職場における心理的負荷評価表 （以下「別表１」とい」

う ）を指標として用いることとする。。

別表１は、出来事及びその出来事に伴う変化等をより具体的かつ客観的に検

討するため、

① 当該精神障害の発病に関与したと認められる出来事が、一般的にはどの程

度の強さの心理的負荷と受け止められるかを判断する「( )平均的な心理的負1

荷の強度」の欄

② 出来事の個別の状況を斟酌し、その出来事の内容等に即して心理的負荷の

強度を修正するための「( )心理的負荷の強度を修正する視点」の欄2

③ 出来事に伴う変化等はその後どの程度持続、拡大あるいは改善したかにつ

いて評価するための「( )出来事に伴う変化等を検討する視点」の欄3

から構成されている。

業務による心理的負荷の強度の評価は、まず①及び②により当該精神障害の

発病に関与したと認められる出来事の強度が「Ⅰ 「Ⅱ 「Ⅲ」のいずれに該」、 」、

当するかを評価する。

なお、この心理的負荷の強度「Ⅰ」は日常的に経験する心理的負荷で一般的

に問題とならない程度の心理的負荷、心理的負荷の強度「Ⅲ」は人生の中でま

れに経験することもある強い心理的負荷、心理的負荷の強度「Ⅱ」はその中間

に位置する心理的負荷である。

次に、③によりその出来事に伴う変化等に係る心理的負荷がどの程度過重で

あったかを評価する。その上で出来事の心理的負荷の強度及びその出来事に伴

う変化等に係る心理的負荷の過重性を併せて総合評価（ 弱 「中 「強 ）す「 」、 」、 」

ることとするが、具体的には以下の手順により行う。

なお、上記②及び③を検討するに当たっては、本人がその出来事及び出来事

に伴う変化等を主観的にどう受け止めたかではなく、同種の労働者が、一般的

にどう受け止めるかという観点から検討されなければならない。ここで「同種

の労働者」とは職種、職場における立場や経験等が類似する者をいう。

( ) 出来事の心理的負荷の評価1

精神障害発病前おおむね６か月の間に、当該精神障害の発病に関与したと



考えられる業務によるどのような出来事があったのか、その出来事の心理的

負荷の強度はどの程度と評価できるかについて、次のイ及びロの手順により

検討を行う。

イ 出来事の平均的な心理的負荷の強度の評価

別表１の「出来事の類型」に示した「具体的出来事」は、職場において

通常起こり得る多種多様な出来事を一般化したものである。そのため、労

災請求事案ごとに、発病前おおむね６か月の間に、当該精神障害の発病に

関与したと考えられる業務による出来事としてどのような出来事があった

のかを具体的に把握し、その出来事が別表１の( )の欄のどの「具体的出来1

」 「 」、「 」、「 」事 に該当するかを判断して平均的な心理的負荷の強度を Ⅰ Ⅱ Ⅲ

のいずれかに評価する。なお 「具体的出来事」に合致しない場合には、ど、

の「具体的出来事」に近いかを類推して評価する。

ロ 出来事の平均的な心理的負荷の強度の修正

出来事の平均的な心理的負荷の強度は、別表１の( )の欄により評価する1

が、その出来事の内容等によってはその強度を修正する必要が生じる。そ

のため 出来事の具体的内容 その他の状況等を把握した上で 別表１の( )、 、 、 2

に掲げる視点に基づいて、上記イにより評価した「Ⅰ 「Ⅱ 「Ⅲ」の位」、 」、

置付けを修正する必要はないかを検討する。

なお、出来事の発生以前から続く恒常的な長時間労働、例えば所定労働

時間が午前８時から午後５時までの労働者が、深夜時間帯に及ぶような長

時間の時間外労働を度々行っているような状態等が認められる場合には、

それ自体で、別表１の( )の欄による心理的負荷の強度を修正する。2

( ) 出来事に伴う変化等による心理的負荷の評価2

その出来事に伴う変化等に係る心理的負荷がどの程度過重であったかを評

価するため、出来事に伴う変化として別表１の( )の欄の各項目に基づき、出3

来事に伴う変化等はその後どの程度持続、拡大あるいは改善したかについて

検討する。具体的には次のイからヘに基づき、出来事に伴う変化等による心

理的負荷の評価に当たり考慮すべき点があるか否か検討する。

イ 仕事の量（労働時間等）の変化

恒常的な長時間労働は精神障害の準備状態を形成する要因となる可能性



が高いとされていることから、上記 (1)のロに示した恒常的な長時間労働

が認められる場合には十分に考慮する。

なお、仕事の量の変化は基本的には労働時間の長さ等の変化によって判

断するが、仕事の密度等の変化が過大なものについても考慮する。

ロ 仕事の質の変化

職種の変更、仕事の内容の大きな変化、一般的に求められる適応能力を

超えた要求等その変化が通常予測される変化と比べて過大であると認めら

れるものについて考慮する。

ハ 仕事の責任の変化

事業場内で通常行われる昇進に伴う責任の変化等通常の責任の増大を大

きく超える責任の増大について考慮する。

ニ 仕事の裁量性の欠如

単調で孤独な繰り返し作業等仕事の遂行についての裁量性が極端に欠如

すると考えられる場合について考慮する。

ホ 職場の物的、人的環境の変化

騒音、暑熱等物理的負荷要因等の多くが、その身体的作用のみでなく、

同時に不快感を起こし、心理的刺激作用として働き、精神疲労を引き起こ

すことがあるとされているので、これらが著しい場合について考慮する。

職場における人間関係から生じるトラブル等通常の心理的負荷を大きく

超えるものについて考慮する。

ヘ 支援・協力等の有無

事業場が講じた支援、協力等は、心理的負荷を緩和させる上で重要な役

割を果たすとされているので、出来事に対処するため、仕事のやり方の見

、 、 、 、直し改善 応援体制の確立 責任の分散等上司 同僚等による必要な支援

協力がなされていたか等について検討し、これらが十分でない場合に考慮

する。

( ) 業務による心理的負荷の強度の総合評価3

業務による心理的負荷の強度の総合評価は、前記( )及び( )の手順によっ1 2

て評価した心理的負荷の強度の総体が、客観的に当該精神障害を発病させる

おそれのある程度の心理的負荷と認められるか否かについて行う。



なお 「客観的に精神障害を発病させるおそれのある程度の心理的負荷」と、

は、別表１の総合評価が「強」と認められる程度の心理的負荷とする。ここ

で「強」と認められる心理的負荷とは次の場合をいう。

① 別表１の( )の欄に基づき修正された心理的負荷の強度が「Ⅲ」と評価さ2

れ、かつ、別表１の( )の欄による評価が相当程度過重であると認められる3

とき（ 相当程度過重」とは、別表１の( )の欄の各々の項目に基づき、多「 3

方面から検討して、同種の労働者と比較して業務内容が困難で、業務量も

過大である等が認められる状態をいう 。。）

「 」 、② 別表１の( )の欄により修正された心理的負荷の強度が Ⅱ と評価され2

かつ 別表１の ( )の欄による評価が特に過重であると認められるとき 特、 （「3

に過重」とは、別表１の ( )の欄の各々の項目に基づき、多方面から検討3

して、同種の労働者と比較して業務内容が困難であり、恒常的な長時間労

働が認められ、かつ、過大な責任の発生、支援・協力の欠如等特に困難な

状況が認められる状態をいう 。。）

( ) 特別な出来事等の総合評価4

業務による心理的負荷の強度は、基本的には上記 ( )により総合評価され3

るが、次のイ、ロ及びハの事実が認められる場合には、上記( )にかかわらず3

総合評価を「強」とすることができる。

イ 心理的負荷が極度のもの

別表１の( )の欄に基づき修正された心理的負荷の強度が「Ⅲ」と評価さ2

れる出来事のうち、生死に関わる事故への遭遇等心理的負荷が極度のもの

ロ 業務上の傷病により６か月を超えて療養中の者に発病した精神障害

業務上の傷病によりおおむね６か月を超える期間にわたって療養中の者

に発病した精神障害については、病状が急変し極度の苦痛を伴った場合な

ど上記イに準ずる程度のものと認められるもの

ハ 極度の長時間労働

極度の長時間労働、例えば数週間にわたり生理的に必要な最小限度の睡

眠時間を確保できないほどの長時間労働により、心身の極度の疲弊、消耗

を来し、それ自体がうつ病等の発病原因となるおそれのあるもの

３ 業務以外の心理的負荷の強度の評価



業務以外の心理的負荷の強度は、発病前おおむね６か月の間に起きた客観的

に一定の心理的負荷を引き起こすと考えられる出来事について、別表２「職場

以外の心理的負荷評価表 （以下「別表２」という ）により評価する。」 。

別表２に示した出来事は、業務以外の日常生活において通常起こり得る多種

多様の出来事を一般化したものであるので、個々の事案ごとに各々の出来事が

どの「具体的出来事」に該当するかを判断して心理的負荷の強度を評価する。

また 「具体的出来事」に合致しない場合は、どの「具体的出来事」に近いかを、

類推して評価する。

なお、別表２においても別表１と同様、出来事の具体的内容等を勘案の上、

その平均的な心理的負荷の強度を変更し得るものである。別表２で示した心理

的負荷の強度「Ⅰ 「Ⅱ 「Ⅲ」は、別表１で示したものと同程度の強度のも」、 」、

のである。

収集された資料により、別表２に示された心理的負荷の強度が「Ⅲ」に該当

する出来事が認められる場合には、その具体的内容を関係者からできるだけ調

査し、その出来事による心理的負荷が客観的に精神障害を発病させるおそれの

ある程度のものと認められるか否かについて検討する。

４ 個体側要因の検討

次の( )から( )に示す事項に個体側要因として考慮すべき点が認められる場1 4

合は、それらが客観的に精神障害を発病させるおそれのある程度のものと認め

られるか否かについて検討する。

(1) 既往歴

精神障害の既往歴が認められる場合には、個体側要因として考慮する。ま

た、治療のための医薬品による副作用についても考慮する。

(2) 生活史（社会適応状況）

過去の学校生活、職業生活、家庭生活等における適応に困難が認められる

場合には、個体側要因として考慮する。

(3) アルコール等依存状況

アルコール依存症とは診断できないまでも、軽いアルコール依存傾向でも

身体的に不眠、食欲低下、自律神経症状が出たり、逃避的、自棄的衝動から

自殺行動に至ることもあるとされているので、個体側要因として考慮する。



過度の賭博の嗜好等破滅的行動傾向も同様に考慮する。

(4) 性格傾向

、 。性格特徴上偏りがあると認められる場合には 個体側要因として考慮する

、 、ただし それまでの生活史を通じて社会適応状況に特別の問題がなければ

個体側要因として考慮する必要はない。

５ 業務上外の判断に当たっての考え方

精神障害は、業務による心理的負荷、業務以外の心理的負荷及び個体側要因

が複雑に関連して発病するとされていることから、前記１により精神障害の発

、 、 、病が明らかになった場合には 前記２ ３及び４の各事項について各々検討し

その上でこれらと当該精神障害の発病との関係について総合判断する。具体的

には、次の場合に分けて判断する。

( ) 業務以外の心理的負荷、個体側要因が特段認められない場合1

調査の結果、業務による心理的負荷以外には特段の心理的負荷、個体側要

因が認められない場合で、前記２による検討において別表１の総合評価が

「強」と認められるときには、業務起因性があると判断して差し支えない。

( ) 業務以外の心理的負荷、個体側要因が認められる場合2

調査の結果、業務による心理的負荷以外に特段の心理的負荷、個体側要因

、 「 」が認められる場合には 前記２による検討において別表１の総合評価が 強

と認められる場合であっても、前記３、４の検討結果を併せて総合評価し、

第３の( )及び( )の要件のいずれをも満たすか否かについて判断する。2 3

なお、業務による心理的負荷以外に特段の心理的負荷、個体側要因が認め

られる場合の判断の考え方は、次のイ及びロのとおりである。

イ 業務による心理的負荷と業務以外の心理的負荷との関係

判断指針の別表１の総合評価が「強」と認められる場合であって、判断

指針の別表２による心理的負荷の強度が「Ⅲ」に該当する出来事が認めら

れる場合には、当該業務以外の出来事の内容を関係者からできるだけ具体

的に調査し、業務による心理的負荷と業務以外の心理的負荷の関係につい

て検討を行う必要がある。この場合、一般的には、強度「Ⅲ」に該当する

業務以外の心理的負荷が極端に大きかったり、強度「Ⅲ」に該当する出来

事が複数認められる等業務以外の心理的負荷が精神障害発病の有力な原因



となったと認められる状況がなければ業務起因性があると判断して差し支

えない。

ロ 業務による心理的負荷と個体側要因との関係

判断指針の別表１の総合評価が「強」と認められる場合であって、個体

側要因に問題が認められる場合には、上記イの場合と同様、業務による心

理的負荷と個体側要因の関係について検討を行う必要がある。この場合、

一般的には、精神障害の既往歴や生活史、アルコール等依存状況、性格傾

向に顕著な問題が認められ、その内容、程度等から個体側要因が精神障害

発病の有力な原因となったと認められる状況がなければ業務起因性がある

と判断して差し支えない。

６ 調査に当たっての留意事項

調査は、業務による心理的負荷の内容、程度のほか業務以外の心理的負荷の

内容、程度、さらには個体側要因について調査を要する。その際、調査の性格

から、プライバシーに触れざるを得ないこともあり、調査に当たってはその保

護に十分配慮する必要がある。

第５ 治ゆ等

心理的負荷による精神障害にあっては、その原因を取り除き、適切な療養を

行えば全治する場合が多い。その際、療養期間の目安を一概に示すことは困難

であるが、業務による心理的負荷による精神障害にあっては、精神医学上一般

的には６か月から１年程度の治療で治ゆする例が多いとされている。

また、業務上の精神障害が治ゆした後再び精神障害が発病した場合について

は、発病のたびにその時点での業務による心理的負荷、業務以外の心理的負荷

及び個体側要因を各々検討し、業務起因性を判断することとする。

第６ 自殺の取扱い

１ 精神障害による自殺

ＩＣＤ－１０のＦ０からＦ４に分類される多くの精神障害では、精神障害の

、病態としての自殺念慮が出現する蓋然性が高いと医学的に認められることから

業務による心理的負荷によってこれらの精神障害が発病したと認められる者が

自殺を図った場合には、精神障害によって正常の認識、行為選択能力が著しく

阻害され、又は自殺行為を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されてい



る状態で自殺が行われたものと推定し、原則として業務起因性が認められる。

ただし、上記の精神障害と認められる事案であっても、発病後治療等が行わ

れ相当期間経過した後の自殺については、治ゆの可能性やその経過の中での業

務以外の様々な心理的負荷要因の発生の可能性があり、自殺が当該疾病の「症

状」の結果と認められるかどうかは、さらに療養の経過、業務以外の心理的負

荷要因の内容等を総合して判断する必要がある。

なお、上記以外の精神障害にあっては、必ずしも一般的に強い自殺念慮を伴

うとまではいえないことから、当該精神障害と自殺の関連について検討を行う

必要がある。

２ 遺書等の取扱い

遺書等の存在については、それ自体で正常な認識、行為選択能力が著しく阻

害されていなかったと判断することは必ずしも妥当ではなく、遺書等の表現、

内容、作成時の状況等を把握の上、自殺に至る経緯に係る一資料として評価す

るものである。



（参考）

ＩＣＤ－１０第Ⅴ章「精神および行動の障害」分類

Ｆ０ 症状性を含む器質性精神障害

Ｆ１ 精神作用物質使用による精神および行動の障害

Ｆ２ 精神分裂病、分裂病型障害および妄想性障害

Ｆ３ 気分［感情］障害

Ｆ４ 神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害

Ｆ５ 生理的障害および身体的要因に関連した行動症候群

Ｆ６ 成人の人格および行動の障害

Ｆ７ 知的障害（精神遅滞）

Ｆ８ 心理的発達の障害

、Ｆ９ 小児＜児童＞期および青年期に通常発症する行動および情緒の障害

詳細不詳の精神障害



 職場における心理的負荷評価表

(2)心理的負荷の強度を修正する視点 (3)出来事に伴う変化等を検討する視点

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

① 事故や災害の体験 大きな病気やケガをした ☆
被災の程度、後遺障害の有無・程度、社会復帰の困
難性等 ○仕事の量（労働時間等）の変化

悲惨な事故や災害の体験（目撃）をした ☆ 事故や被害の大きさ、恐怖感、異常性の程度等
　　　・所定外労働、休日労働の増加の程度

② 仕事の失敗、過重な責任
交通事故（重大な人身事故、重大事故）を
起こした

☆ 事故の大きさ、加害の程度、処罰の有無等
　　　・仕事密度の増加の程度

の発生等
労働災害（重大な人身事故、重大事故）の
発生に直接関与した

☆ 事故の大きさ、加害の程度、処罰の有無等
○仕事の質・責任の変化

会社にとっての重大な仕事上のミスをした ☆
失敗の大きさ・重大性、損害等の程度、ペナルティ
の有無等 　　　・仕事の内容・責任の変化の程度、経験、適応能力

会社で起きた事故（事件）について、責任
を問われた

☆
事故の内容、関与・責任の程度、社会的反響の大き
さ、ペナルティの有無等

　　　　との関係等

ノルマが達成できなかった ☆
ノルマの内容、困難性・強制性・達成率の程度、ペ
ナルティの有無、納期の変更可能性等

○仕事の裁量性の欠如

新規事業の担当になった、会社の建て直し
の担当になった

☆
プロジェクト内での立場、困難性の程度、能力と仕
事内容のギャップの程度等

　　　・他律的な労働、強制性等

顧客とのトラブルがあった ☆ 顧客の位置付け、会社に与えた損害の内容、程度等
○職場の物的・人的環境の変化

③ 仕事の量・質の変化 仕事内容・仕事量の大きな変化があった ☆
業務の困難度、能力・経験と仕事内容のギャップの
程度等

　　　・騒音、暑熱、多湿、寒冷等の変化の程度

勤務・拘束時間が長時間化した ☆ 変化の程度等
　　　・職場の人間関係の変化

勤務形態に変化があった ☆ 交替制勤務、深夜勤務等変化の程度等
○会社の講じた支援の具体的内容・実施時期等

仕事のペース、活動の変化があった ☆ 変化の程度、強制性等
　　　・訴えに対する対処、配慮の状況等

職場のＯＡ化が進んだ ☆ 研修の有無、強制性等
○その他(1)の出来事に派生する変化

④ 身分の変化等 退職を強要された ☆
解雇又は退職強要の経過等、強要の程度、代償措置
の内容等

出向した ☆
在籍・転籍の別、出向の理由・経過、不利益の程度
等

左遷された ☆ 左遷の理由、身分・職種・職制の変化の程度等

中 強修正する際の着眼事項 出来事に伴う問題、変化への対処等 弱

総 合 評 価(1)平均的な心理的負荷の強度

（別表１）

出来事の類型
具 体 的 出 来 事

心理的負荷の強度



仕事上の差別、不利益取扱いを受けた ☆ 差別、不利益の程度等

⑤ 役割・地位等の変化 転勤をした ☆
職種、職務の変化の程度、転居の有無、単身赴任の
有無等

配置転換があった ☆ 職種、職務の変化の程度、合理性の有無等

自分の昇格・昇進があった ☆ 職務・責任の変化の程度等

部下が減った ☆ 業務の変化の程度等

部下が増えた ☆ 教育・指導・管理の負担の程度等

⑥ 対人関係のトラブル セクシュアルハラスメントを受けた ☆ セクシュアルハラスメントの内容、程度等

上司とのトラブルがあった ☆ トラブルの程度、いじめの内容、程度等

同僚とのトラブルがあった ☆ トラブルの程度、いじめの内容、程度等

部下とのトラブルがあった ☆ トラブルの程度、いじめの内容、程度等

⑦ 対人関係の変化 理解してくれていた人の異動があった ☆

上司が変わった ☆

昇進で先を越された ☆

同僚の昇進・昇格があった ☆

(注)

・ (3)「出来事に伴う変化等を検討する視点」は、出来事に伴う変化等がその後どの程度持続、拡大あるいは改善したのかについて具体的に検討する視点である。各項目は
　(1)の具体的出来事ごとに各々評価される。

・「総合評価」は、(2)及び(3)の検討を踏まえた心理的負荷の総体が客観的にみて精神障害を発病させるおそれのある程度の心理的負荷であるか否かについて評価される。

・ (2)の「心理的負荷の強度を修正する視点」は、出来事の具体的態様、生じた経緯等を把握した上で、「修正する際の着眼事項」に従って平均的な心理的負荷の強度をより
　強くあるいはより弱く評価するための視点である。

・ (1)の具体的出来事の平均的な心理的負荷の強度は☆で表現しているが、この強度は平均値である。また、心理的負荷の強度Ⅰは日常的に経験する心理的負荷で一般的に問
　題とならない程度の心理的負荷、心理的負荷の強度Ⅲは人生の中でまれに経験することもある強い心理的負荷、心理的負荷の強度Ⅱはその中間に位置する心理的負荷である。



（別表２）

　　職場以外の心理的負荷評価表

Ⅰ Ⅱ Ⅲ

① 自分の出来事 離婚又は夫婦が別居した ☆

自分が重い病気やケガをした又は流産した ☆

自分が病気やケガをした ☆

夫婦のトラブル、不和があった ☆

自分が妊娠した ☆

定年退職した ☆

② 自分以外の家族・ 配偶者や子供、親又は兄弟が死亡した ☆

親族の出来事
配偶者や子供が重い病気やケガをした ☆

親類の誰かで世間的にまずいことをした人が出た ☆

親族とのつきあいで困ったり、辛い思いをしたことがあった ☆

家族が婚約した又はその話が具体化した ☆

子供の入試・進学があった又は子供が受験勉強を始めた ☆

親子の不和、子供の問題行動、非行があった ☆

家族が増えた（子供が産まれた）又は減った（子供が独立して家を離れた） ☆

配偶者が仕事を始めた又は辞めた ☆

③ 金銭関係 多額の財産を損失した又は突然大きな支出があった ☆

収入が減少した ☆

借金返済の遅れ、困難があった ☆

住宅ローン又は消費者ローンを借りた ☆

④ 事件、事故、災害 天災や火災などにあった又は犯罪に巻き込まれた ☆

の体験
自宅に泥棒が入った ☆

交通事故を起こした ☆

軽度の法律違反をした ☆

⑤ 住環境の変化 騒音等、家の周囲の環境（人間環境を含む）が悪化した ☆

引越した ☆

家屋や土地を売買した又はその具体的な計画が持ち上がった ☆

家族以外の人（知人、下宿人など）が一緒に住むようになった ☆

⑥ 他人との人間関係 友人、先輩に裏切られショックを受けた ☆

親しい友人、先輩が死亡した ☆

失恋、異性関係のもつれがあった ☆

隣近所とのトラブルがあった ☆

（注）心理的負荷の強度ⅠからⅢは、別表１と同程度である。

出来事の類型 具　体　的　出　来　事

心理的負荷の強度




